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介護サービスの基盤強化のため

の介護保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う厚生労働省

関係省令の整備等に関する省令

の公布について 
 

計１５２枚（本紙を除く） 
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老発第０１３０第２号 

平成２４年１月３０日 

 

 

 都道府県知事 殿 

 

 

                       厚生労働省老健局長 

 

 

 

 

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行

に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について 

 

 

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う

厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成24年厚生労働省令第11号）」が本日公布

され、本省令は平成24年４月１日から施行することとしているところである。 

 これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市

町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るととも

に、その運用に遺漏のないようにされたい。 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成 23年法律

第 72号。以下「改正法」という。）の施行に伴い、介護保険法施行規則（平成 11年厚生

省令第 36 号。以下「規則」という。）等厚生労働省関係省令について、必要な規定の整

備を行うとともに、第５期介護保険事業計画期間に向けた第１号被保険者の保険料率の

算定に係る基準所得金額等の設定を行うこととした。 

 

第二 改正内容等 

第１ 介護保険法施行規則の一部改正 

一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の規定 

１ 居宅要介護者について行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話であって、厚生労働省令で定めるものについて、入浴、排せつ、食事等

の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する

相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とすること。（第

17条の２関係） 



2 

２ 療養上の世話又は必要な診療の補助を行う看護師その他厚生労働省令で定める

者について、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする

こと。（第 17条の２の２関係） 

３ 主治医が療養上の世話又は必要な診療の補助の実施を判断する際の基準として

厚生労働省令で定める基準について、病状が安定期にあり、居宅において看護師

又は前条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することと

すること。（第 17 条の２の３関係） 

 

二 指定都道府県事務受託法人制度の規定 

１ 指定都道府県事務受託法人の指定の要件（第 34条の 14関係） 

  指定都道府県事務受託法人の指定に当たって厚生労働省令で定める要件は、介

護保険法（平成９年法律第 123号。以下「法」という。）第 24 条の３第１項第１

号に規定する事務（以下「質問等事務」という。）について、次のとおりとする

こと。 

(1) 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するもの

であること。 

(2) 法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそ

れがないものであること。 

(3) 質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって

質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

(4) (1)から(3)までの規定のほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有す

るものであること。 

２ 指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等（第 34条の 15 関係） 

指定都道府県事務受託法人の指定を受けようとする者は、当該指定に係る都道

府県事務受託事務所の名称及び所在地等を記載した申請書又は書類を、当該指定

に係る都道府県事務受託事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならな

いこと。 

３ 指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等（第 34条の 16関係） 

(1) 指定都道府県事務受託法人は、申請者の名称及び主たる事務所の所在地並び

にその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名等に変更があったときは、当該

変更に係る事項について当該都道府県事務受託法人の都道府県事務受託事務所

の所在地を所管する都道府県知事に届け出なければならないこと。この場合に

おいて、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとす

ること。 

(2) 法第 24 条の３第１項各号に掲げる事務（以下「都道府県事務」という。）の

廃止、休止又は再開については、指定居宅介護支援事業者の規定を準用するこ

と。 

４ 都道府県事務の委託の公示等（第 34条の 17関係） 

都道府県が都道府県事務を委託したとき又は委託を終了するときに公示する事

項について、当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地、指定都
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道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、

委託開始の予定又は委託終了の年月日及び都道府県事務の内容とすること。 

５ 管理者（第 34 条の 18関係） 

指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務受託事務所ごとに管理者を置かな

ければならないこと。 

６ 身分を証する書類の携行（第 34条の 19関係） 

  指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務を行う場合においては、当該職員

に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない

こと。 

７ 苦情処理（第 34条の 20関係） 

指定都道府県事務受託法人は、自ら実施した都道府県事務に対する居宅サービ

ス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等を受けた被保険者、被

保険者であった者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなけれ

ばならないこと。また、当該苦情を受け付けた場合は、その内容等を記録しなけ

ればならないこと。 

   ８ 記録の整備（第 34条の 21関係） 

指定都道府県事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならないこと。また、実施した都道府県事務の内容等の記録及び７の苦情

の内容等の記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならないこと。 

 

三 指定居宅サービス事業者の指定の欠格事由に係る従うべき基準（第 126 条の４の

２関係） 

指定居宅サービス事業者の指定の欠格事由として定める者を都道府県（指定都市

又は中核市）が条例で定めるに当たって従うべき基準は、申請者が法人であること

とすること。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診

療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでないこと。 

 

四 居宅サービス指定に当たっての市町村協議制の導入 

１ 市町村協議の対象となる居宅サービス（第 126条の８関係） 

改正法により改正された法第 70条第７項の規定による協議（以下「市町村協議」

という。）の対象となる居宅サービスは、訪問介護及び通所介護とすること。 

２ 市町村協議を求める際に都道府県知事に伝達すべき事項（第 126条の９関係） 

市町村長は、市町村協議を求める際は、１に規定する居宅サービスの種類、当

該協議の対象となる区域その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事

に伝達しなければならないこと。 

   ３ 協議結果に基づいて、都道府県知事が指定拒否等を行う際の基準（第 126 条の

10関係） 

都道府県知事が市町村協議の結果に基づいて指定拒否等を行う際の基準は、 
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(1)１に規定する居宅サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継

続的に提供されるよう、配慮すること 

(2)必要に応じて、指定居宅サービス事業者の指定の申請を行う者から意見を聴取

すること 

とすること。 

 

五 指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請（第 126条の 11第１項関係） 

特定施設入居者生活介護の事業を行う者が、利用定員の増加に伴う指定の変更の

申請をするときは、事業所の名称及び所在地等を記載した申請書又は書類を、当該

変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事（指定都市の市長又は中核市の

市長）に提出しなければならないこと。 

 

六 指定地域密着型介護サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者

の指定手続きの簡素化（第 131 条の３第１項、第 131 条の４第１項、第 131 条の５

第１項、第 131 条の６第１項、第 131 条の７第１項、第 131 条の８第１項、第 140

条の 24第１項、第 140条の 25第１項及び第 140条の 26第１項まで関係） 

市町村の区域の外にあって当該市町村から地域密着型介護サービス事業者又は指

定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者が申請書又は書類

を提出する際、当該指定の申請を受けた市町村長と当該事業所の所在地の市町村長

（以下「所在地市町村長」という。）との協議により、所在地市町村長の同意を得

ている場合であって、申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例

等の記載を要しないと当該指定の申請を受けた市町村長が認めるときは、当該事項

の記載を要しないこと。 

 

七 指定地域密着型サービス事業者の指定の欠格事由に係る従うべき基準（第 131 条

の 10の２関係） 

指定地域密着型サービス事業者の指定の欠格事由として定める者を市町村が条例

で定めるに当たって従うべき基準は、申請者が法人であることとすること。 

 

八 公募指定を行う際の基準（第 131条の 15 関係） 

 市町村長が公募指定を行う際に従うべき基準は、次のとおりとすること。 

１ 市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づ

いて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。 

２ 市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用

その他適切な方法により周知すること。 

３ 市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。 

４ 市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったと

きは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。 
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九 指定介護予防サービス事業者の指定の欠格事由に係る従うべき基準（第 140 条の

17の２関係） 

指定介護予防サービス事業者の指定の欠格事由として定める者を都道府県（指定

都市又は中核市）が条例で定めるに当たって従うべき基準は、申請者が法人である

こととすること。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病

院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る

指定の申請にあっては、この限りでないこと。 

 

十 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の欠格事由に係る従うべき基準

（第 140条の 27の２関係） 

指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の欠格事由として定める者を市町

村が条例で定めるに当たって従うべき基準は、申請者が法人であることとすること。 

 

十一 介護サービス情報公表制度の見直し 

１ 報告の対象となる場合（第 140条の 44 関係） 

介護サービス事業者からの報告を受けた都道府県知事の当該事業者に対する調

査が任意化された趣旨を踏まえ、介護サービスの区分ごとに報告の必要性を判断

する仕組みを廃止すること。 

２ 介護サービス情報の公表方法（第 140 条の 46関係） 

都道府県知事は、介護サービス事業所から報告を受けて、内容を公表するもの

とする。ただし、報告後に調査を行う場合には、調査の結果を公表することをも

って、報告の内容を公表したものとすることができることとすること。 

３ 調査対象となる介護サービス情報（第 140条の 47関係） 

都道府県知事が法 115条の 35第１項の規定による報告に関して必要があると認

めるときに調査を行うことができる介護サービス情報は、規則別表第１及び別表

第２に掲げる項目に関する情報とすること。 

４ 調査事務の実施の方法（第 140条の 51 関係） 

  調査事務を実施するに当たって、厚生労働省令で定められている調査の方法に

代えて、都道府県知事が定める方法によることができることとすること。 

５ 調査事務規定の記載事項（第 140条の 53関係） 

調査事務を行う指定調査機関に係る調査事務規定の記載事項について、手数料

の収納の方法に関する事項を削除すること。 

６ 都道府県知事による情報の公表の推進（第 140条の 62の２関係） 

調査対象となる情報以外の情報について介護サービス事業者から任意で提供を

受けた場合、その公表を行うよう配慮することとされたが（改正後の法第 115 条

の 44）、公表の配慮の対象となる情報については、介護サービスの質及び介護サ

ービスに従事する従業者に関する情報として都道府県知事が定めるものとするこ

と。 
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十二 地域包括支援センターの機能強化（第 140条の 64関係） 

  地域包括支援センターが実施する事業について、居宅要支援被保険者（指定介護

予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除

く。）の要介護状態となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のた

め、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基

づき、地域包括支援センターのその他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供され

るよう必要な援助を行う事業を追加すること。 

 

十三 基準所得金額の設定（第 143条関係） 

  平成 24年度から平成 26年度までの基準所得金額は、190万円とすること。 

 

十四 指定都市及び中核市の特例（第 165条の５及び第 165条の６関係） 

  大都市特例により、指定都市及び中核市が介護保険に関する事務を処理する場合

に必要な読替えを行うこと。 

 

十五 その他 

その他所要の規定の整備を行うこと。 

 

第２ 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正 

一 平成 24 年度から平成 26 年度までの財政安定化基金拠出率は、10 万分の 37 とす

ること。（第４条関係） 

 

二 その他所要の規定の整備を行うこと。 

 

第３ 老人福祉法施行規則の一部改正 

一 市町村の措置に係る要件（第１条の６の２関係） 

  65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むの

に支障があるものが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち、第１の一の１に

規定する日常生活上の世話に係る部分についてやむを得ない事由により利用するこ

とが困難であると認めるときは、市町村は、その者に対し、居宅における介護等の

措置を採ることができるとすること。 

 

二 家賃等の前払金の返還方法（第１条の13の２及び第21条関係） 

１ 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者又は有料老人ホームの設置者が前

払金を受領する場合において、入居の日から次に掲げる一定期間を経過する日ま

での間に、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に、前払金の

額から２に掲げる算定方法により算定される額に相当する額を返還する旨の契約

を締結しなければならないとすること。 

  (1) 入居者の入居後、３月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の

死亡により終了した場合にあっては、３月 
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(2) 入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間

が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合

（(1)の場合を除く。）にあっては、当該期間 

２ 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者又は有料老人ホームの設置者が前

払金を受領する場合において、前払金の額から次に掲げる算定方法により算定さ

れる額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない

とすること。 

  (1) 入居者の入居後、３月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の

死亡により終了した場合にあっては、家賃等の月額を30で除した額に、入居の

日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日

数を乗ずる方法 

(2) 入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間

が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合

（(1)の場合を除く。）にあっては、契約が解除され、又は入居者の死亡によ

り終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、前払

金の額から控除する方法 

 

三 有料老人ホームの範囲に係る規定の削除（第20条の４） 

  改正法の施行に伴い、有料老人ホームの範囲に係る規定について削除すること。 

 

四 その他所要の規定の整備を行うこと。 

 

第４ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正、指定

介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正、介護老人保健施設

の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正、指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準の一部改正及び健康保険法等の一部を改正する法律

附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療

養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正 

一 大都市特例の施行に伴い、都道府県が指定基準に係る条例を定めるに当たって従

うべき基準について、指定都市及び中核市にも適用されるようにすること。（第１

条関係） 

 

二 その他所要の規定の整備を行うこと。 

 

 第５ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正 

一 第１の二、十一及び十四と同様の改正を行うこと。 

 

二 その他所要の規定の整備を行うこと。 
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第６ その他 

改正法の施行に伴い、厚生労働省関係省令について所要の規定の整備を行うこと。 

 

第７ 施行期日等 

一 この省令は、平成24年４月１日から施行すること。（附則第１条関係） 

 

二 介護保健法施行規則、老人福祉法施行規則及び健康保険法等の一部を改正する法

律附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保

険法施行規則の一部改正に伴う経過措置 

本省令の施行の際現に改正前の様式の規定により使用されている証明書について

は、当分の間、改正後の様式の規定による証明書とみなすこと。（附則第２条から

附則第４条まで関係） 

 



1

◎

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

保
険
給
付

第
三
章

保
険
給
付

第
一
節

通
則
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の
二
十
一
）

第
一
節

通
則
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の
十
三
）

第
二
節
～
第
五
節

（
略
）

第
二
節
～
第
五
節

（
略
）

第
四
章

介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
事
業
者
及
び
施
設

第
四
章

介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
事
業
者
及
び
施
設

第
一
節
～
第
九
節

（
略
）

第
一
節
～
第
九
節

（
略
）

第
十
節

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
（
第
百
四
十
条
の
四
十
三
―
第
百
四
十

第
十
節

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
（
第
百
四
十
条
の
四
十
三
―
第
百
四
十

条
の
六
十
二
の
二
）

条
の
六
十
二
）

第
五
章
～
第
八
章

第
五
章
～
第
八
章

第
九
章

雑
則
（
第
百
六
十
五
条
の
二
―
第
百
六
十
五
条
の
六
）

第
九
章

雑
則
（
第
百
六
十
五
条
の
二
―
第
百
六
十
五
条
の
四
）

第
十
章

（
略
）

第
十
章

（
略
）

附
則

（
略
）

附
則

（
略
）

（
法
第
八
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

（
法
第
八
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

第
五
条

法
第
八
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
は
、

第
五
条

法
第
八
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
は
、
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入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
調
理
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
（
居
宅
要
介

入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
調
理
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
（
居
宅
要
介

護
者
（
同
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
介
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
単
身
の
世

護
者
（
同
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
介
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
単
身
の
世

帯
に
属
す
る
た
め
又
は
そ
の
同
居
し
て
い
る
家
族
等
の
障
害
、
疾
病
等
の
た
め
、

帯
に
属
す
る
た
め
又
は
そ
の
同
居
し
て
い
る
家
族
等
の
障
害
、
疾
病
等
の
た
め
、

こ
れ
ら
の
者
が
自
ら
行
う
こ
と
が
困
難
な
家
事
で
あ
っ
て
、
居
宅
要
介
護
者
の
日

こ
れ
ら
の
者
が
自
ら
行
う
こ
と
が
困
難
な
家
事
で
あ
っ
て
、
居
宅
要
介
護
者
の
日

常
生
活
上
必
要
な
も
の
と
す
る
。
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
五
に
お
い
て

常
生
活
上
必
要
な
も
の
と
す
る
。
第
十
七
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
生
活
等

同
じ
。
）
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者
に
必
要

に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者
に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世

な
日
常
生
活
上
の
世
話
と
す
る
。

話
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
）

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
）

第
九
条
の
二

法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び

第
九
条
の
二

法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び

指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
、
居
宅
要
介
護
者
の

指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
、
居
宅
要
介
護
者
の

居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
管
理
又
は
歯
科
医
学
的
管

居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
管
理
又
は
歯
科
医
学
的
管

理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
法
第
四
十
六
条
第
一

理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
法
第
四
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の

項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の

事
業
者
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
居

事
業
者
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
（
当

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
（
当

該
居
宅
要
介
護
者
の
同
意
を
得
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
居
宅
要
介

該
居
宅
要
介
護
者
の
同
意
を
得
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
居
宅
要
介

護
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、

護
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、

介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
と
す
る
。

介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
法
第
八
条
第
十
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生

活
上
の
世
話
）

第
十
七
条
の
二

法
第
八
条
第
十
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
こ
れ
ら
に
付

随
し
て
行
わ
れ
る
調
理
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
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助
言
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者
に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
十
五
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
七
条
の
二
の
二

法
第
八
条
第
十
五
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

（
新
設
）

は
、
保
健
師
、
准
看
護
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
及
び
言
語
聴
覚
士
と
す

る
。

（
法
第
八
条
第
十
五
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
十
七
条
の
二
の
三

法
第
八
条
第
十
五
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

（
新
設
）

準
は
、
病
状
が
安
定
期
に
あ
り
、
居
宅
に
お
い
て
看
護
師
又
は
前
条
に
規
定
す
る

者
が
行
う
療
養
上
の
世
話
又
は
必
要
な
診
療
の
補
助
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
十
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

（
法
第
八
条
第
十
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

第
十
七
条
の
二
の
四

法
第
八
条
第
十
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活

第
十
七
条
の
二

法
第
八
条
第
十
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の

上
の
世
話
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び

世
話
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

助
言
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者
に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
と
す
る
。

そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者
に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

（
法
第
八
条
第
十
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

第
十
七
条
の
三

法
第
八
条
第
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の

第
十
七
条
の
三

法
第
八
条
第
十
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の

世
話
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

世
話
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

、
健
康
状
態
の
確
認
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者
に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
と

、
健
康
状
態
の
確
認
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者
に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
と

す
る
。

す
る
。

（
法
第
八
条
第
十
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
）

（
法
第
八
条
第
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
）

第
十
七
条
の
四

法
第
八
条
第
十
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠

第
十
七
条
の
四

法
第
八
条
第
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠

点
は
、
機
能
訓
練
及
び
次
条
に
規
定
す
る
日
常
生
活
上
の
世
話
を
適
切
に
行
う
こ

点
は
、
機
能
訓
練
及
び
次
条
に
規
定
す
る
日
常
生
活
上
の
世
話
を
適
切
に
行
う
こ
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と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
と
す
る
。

と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
十
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

（
法
第
八
条
第
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

第
十
七
条
の
五

法
第
八
条
第
十
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の

第
十
七
条
の
五

法
第
八
条
第
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の

世
話
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
調
理
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
、

世
話
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
調
理
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
、

生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
、
健
康
状
態
の
確
認
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者

生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
、
健
康
状
態
の
確
認
そ
の
他
の
居
宅
要
介
護
者

に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
と
す
る
。

に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
八
条
第
十
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
七
条
の
六

法
第
八
条
第
二
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

第
十
七
条
の
六

法
第
八
条
第
十
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
入
居
者
で
あ
る
要
介

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
入
居
者
で
あ
る
要
介

護
者
と
同
居
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
当
該
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

護
者
と
同
居
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
当
該
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
（
地
域
密
着
型
特
定
施
設
（
法
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

都
道
府
県
知
事
（
地
域
密
着
型
特
定
施
設
（
法
第
八
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る

地
域
密
着
型
特
定
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
の
八
に
お
い
て

地
域
密
着
型
特
定
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
の
八
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
場
合
に
は
、
当
該
地
域
密
着
型
特
定
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

同
じ
。
）
の
場
合
に
は
、
当
該
地
域
密
着
型
特
定
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

市
町
村
長
（
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
区
長
。
第
九
十
八
条
第
八
号
を
除
き
、
以

市
町
村
長
（
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
区
長
。
第
九
十
八
条
第
八
号
を
除
き
、
以

下
同
じ
。
）
（
当
該
地
域
密
着
型
特
定
施
設
の
所
在
地
以
外
の
市
町
村
（
以
下

下
同
じ
。
）
（
当
該
地
域
密
着
型
特
定
施
設
の
所
在
地
以
外
の
市
町
村
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
他
の
市
町
村
」
と
い
う
。
）
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険

こ
の
号
に
お
い
て
「
他
の
市
町
村
」
と
い
う
。
）
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険

者
が
入
居
者
の
場
合
に
は
当
該
他
の
市
町
村
の
長
）
）
が
認
め
る
者

者
が
入
居
者
の
場
合
に
は
当
該
他
の
市
町
村
の
長
）
）
が
認
め
る
者

（
法
第
八
条
第
二
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
八
条
第
十
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
七
条
の
七

法
第
八
条
第
二
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該

第
十
七
条
の
七

法
第
八
条
第
十
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該

要
介
護
者
の
健
康
上
及
び
生
活
上
の
問
題
点
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
、
提
供
す
る

要
介
護
者
の
健
康
上
及
び
生
活
上
の
問
題
点
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
、
提
供
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
の
留

サ
ー
ビ
ス
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
の
留
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意
事
項
と
す
る
。

意
事
項
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

（
法
第
八
条
第
十
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の
世
話
）

第
十
七
条
の
八

法
第
八
条
第
二
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の

第
十
七
条
の
八

法
第
八
条
第
十
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
常
生
活
上
の

世
話
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
、
生
活
等

世
話
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
家
事
、
生
活
等

に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
要

に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
要

介
護
者
に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
と
す
る
。

介
護
者
に
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
八
条
第
二
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
七
条
の
九

法
第
八
条
第
二
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当

第
十
七
条
の
九

法
第
八
条
第
二
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該

該
要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
当
該
要
介
護
者
の
総
合
的

要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
当
該
要
介
護
者
の
総
合
的
な

な
援
助
の
方
針
、
健
康
上
及
び
生
活
上
の
問
題
点
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
、
提
供

援
助
の
方
針
、
健
康
上
及
び
生
活
上
の
問
題
点
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
、
提
供
す

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で

る
サ
ー
ビ
ス
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
の

の
留
意
事
項
と
す
る
。

留
意
事
項
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
八
条
第
二
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
八
条

法
第
八
条
第
二
十
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
居

第
十
八
条

法
第
八
条
第
二
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
居

宅
要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
総

宅
要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
総

合
的
な
援
助
の
方
針
並
び
に
健
康
上
及
び
生
活
上
の
問
題
点
及
び
解
決
す
べ
き
課

合
的
な
援
助
の
方
針
並
び
に
健
康
上
及
び
生
活
上
の
問
題
点
及
び
解
決
す
べ
き
課

題
、
提
供
さ
れ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

題
、
提
供
さ
れ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
、

ス
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
、

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
提
供
さ
れ
る
日
時
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
提
供
さ
れ
る
日
時
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
す

る
上
で
の
留
意
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
居

る
上
で
の
留
意
事
項
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
居

宅
要
介
護
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
の
額
と
す
る
。

宅
要
介
護
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
の
額
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
十
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）
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第
十
九
条

法
第
八
条
第
二
十
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
要

第
十
九
条

法
第
八
条
第
二
十
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
要

介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
当
該
要
介
護
者
の
総
合
的
な
援

介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
当
該
要
介
護
者
の
総
合
的
な
援

助
の
方
針
並
び
に
健
康
上
及
び
生
活
上
の
問
題
点
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
並
び
に

助
の
方
針
並
び
に
健
康
上
及
び
生
活
上
の
問
題
点
及
び
解
決
す
べ
き
課
題
並
び
に

提
供
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
並
び
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
並
び
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項
と
す
る
。

提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
者
）

（
法
第
八
条
第
二
十
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
者
）

第
二
十
条

法
第
八
条
第
二
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
者
は
、
病

第
二
十
条

法
第
八
条
第
二
十
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
者
は
、
病

状
が
安
定
期
に
あ
り
、
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
、
看
護
、
医
学
的
管
理
の

状
が
安
定
期
に
あ
り
、
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
、
看
護
、
医
学
的
管
理
の

下
に
お
け
る
介
護
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
を
要
す
る
要
介
護
者
と
す

下
に
お
け
る
介
護
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
を
要
す
る
要
介
護
者
と
す

る
。

る
。

（
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別

（
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別

の
事
情
）

の
事
情
）

第
三
十
四
条
の
三

令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

第
三
十
四
条
の
三

令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
当
該
申
請
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村

で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
当
該
申
請
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地
の
市
町
村
の
区

事
務
受
託
事
務
所
（
以
下
「
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地

域
内
に
要
介
護
認
定
調
査
事
務
に
係
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る

の
市
町
村
の
区
域
内
に
要
介
護
認
定
調
査
事
務
に
係
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
（
以
下
「
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
」
と
い
う
。

項

に
規
定
す
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
（
以
下
「
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法

）
が
存
在
し
な
い
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
情
と
す
る
。

人
」
と
い
う
。
）
が
存
在
し
な
い
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
情
と
す
る
。

（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
四

令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
市
町
村
事
務

第
三
十
四
条
の
四

令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
市
町
村
事
務

受
託
法
人
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

受
託
法
人
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
所
在
地
の
都

請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

当
該
指
定
に
係
る
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

一

当
該
指
定
に
係
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
申
請
に
係
る
市
町
村
事
務
（
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市

三

当
該
申
請
に
係
る
受
託
事
務
の
種
類

町
村
事
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類

四

当
該
申
請
に
係
る
市
町
村
事
務
の
開
始
の
予
定
年
月
日

四

当
該
申
請
に
係
る
受
託
事
務
の
開
始
の
予
定
年
月
日

五

（
略
）

五

（
略
）

六

市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
平
面
図

六

事
務
所
の
平
面
図

七

市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
経
歴

七

事
務
所
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
経
歴

八

（
略
）

八

（
略
）

九

照
会
等
対
象
者
（
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
照
会
等
対
象
者
を
い
う
。
以

九

照
会
等
対
象
者
（
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
照
会
等
対
象
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
市
町
村
事
務
に
係
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
家
族
等
か
ら

下
同
じ
。
）
又
は
受
託
事
務
（
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
受
託
事

の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の

苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

十

当
該
申
請
に
係
る
市
町
村
事
務
に
係
る
職
員
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

十

当
該
申
請
に
係
る
受
託
事
務
に
係
る
職
員
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

十
一

当
該
申
請
に
係
る
市
町
村
事
務
に
係
る
資
産
の
状
況

十
一

当
該
申
請
に
係
る
受
託
事
務
に
係
る
資
産
の
状
況

十
二

令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

十
二

令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

次
条
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

十
三
～
十
五

（
略
）

十
三
～
十
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
五

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五

第
三
十
四
条
の
五

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二

号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第

号
、
第
五
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
八
号

十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に

ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
市
町
村
事
務
受
託
事
務

該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
事
務
所
の
所

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
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場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の
は
、
誓
約
書
を
添
付
し

お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の
は
、
誓
約
書
を
添
付
し
て
行
う

て
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
事
務
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
三
条
第
二
項

２

受
託
事
務
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
三
条
第
二
項
（

及
び
第
三
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
市
町
村
事
務
の
委
託
の
公
示
等
）

（
事
務
の
委
託
の
公
示
等
）

第
三
十
四
条
の
六

（
略
）

第
三
十
四
条
の
六

（
略
）

一

当
該
委
託
に
係
る
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

一

当
該
委
託
に
係
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

委
託
す
る
市
町
村
事
務
の
内
容

四

委
託
事
務
の
内
容

五

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

当
該
委
託
に
係
る
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

一

当
該
委
託
に
係
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

委
託
し
て
い
る
市
町
村
事
務
の
内
容

四

委
託
事
務
の
内
容

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
管
理
者
）

（
管
理
者
）

第
三
十
四
条
の
八

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
ご

第
三
十
四
条
の
八

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
事
務
所
ご
と
に
管
理
者
を
置

と
に
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
）

（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
）

第
三
十
四
条
の
九

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
市
町
村
事
務
を
行
う
場
合
に

第
三
十
四
条
の
九

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
受
託
事
務
を
行
う
場
合
に
お

お
い
て
は
、
当
該
職
員
に
身
分
を
証
す
る
書
類
を
携
行
さ
せ
、
こ
れ
を
提
示
す
べ

い
て
は
、
当
該
職
員
に
身
分
を
証
す
る
書
類
を
携
行
さ
せ
、
こ
れ
を
提
示
す
べ
き

き
旨
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旨
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
四
条
の
十

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基

第
三
十
四
条
の
十

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
、
第
二
十
二

準
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
、
第
二
十
二

条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
は
指
定
市
町
村
事
務

条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
は
指
定
市
町
村
事
務

受
託
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等

受
託
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等

基
準
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

基
準
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基

所
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
所
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
十
八
条
中
「

準
第
十
八
条
中
「
掲
げ
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
事
務
」
と
、
「
指
定
居

掲
げ
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
事
務
」
と
、
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提

宅
介
護
支
援
の
提
供
方
法
、
内
容
及
び
利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の
額
」
と
あ
る
の

供
方
法
、
内
容
及
び
利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
事
務
の

は
「
市
町
村
事
務
の
実
施
方
法
及
び
内
容
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第

実
施
方
法
及
び
内
容
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
二
条
中
「
介
護

二
十
二
条
中
「
介
護
支
援
専
門
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー

支
援
専
門
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す

ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
勤
務
の
体
制
そ

る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
」
と
、
指
定

の
他
の
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
七
条
中
「
利
用
者
に
対
す
る

居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
七
条
中
「
利
用
者
に
対
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
事
務
の
実
施
に
よ

の
提
供
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
事
務
の
実
施
に
よ
り
」
と
、
「
市
町
村
、

り
」
と
、
「
市
町
村
、
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
委
託
を
し
て
い
る
市
町
村
、
市

利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
委
託
を
し
て
い
る
市
町
村
、
受
託
事
務
に
係
る
被
保
険

町
村
事
務
に
係
る
被
保
険
者
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
八
条
中

者
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
八
条
中
「
事
業
所
ご
と
」
と
あ
る

「
事
業
所
ご
と
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
ご
と
」
と
読
み
替
え

の
は
「
事
務
所
ご
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
四
条
の
十
二

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
自
ら
実
施
し
た
市
町
村
事

第
三
十
四
条
の
十
二

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
自
ら
実
施
し
た
受
託
事
務

務
に
対
す
る
照
会
等
対
象
者
又
は
市
町
村
事
務
に
係
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の

に
対
す
る
照
会
等
対
象
者
又
は
受
託
事
務
に
係
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
家
族

家
族
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
記
録
の
整
備
）

（
記
録
の
整
備
）
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第
三
十
四
条
の
十
三

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
三

（
略
）

２

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
市
町
村
事
務
の
実
施
に
関
す
る
次
の
各
号
に

２

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
受
託
事
務
の
実
施
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲

掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

一

実
施
し
た
市
町
村
事
務
の
内
容
等
の
記
録

一

実
施
し
た
受
託
事
務
の
内
容
等
の
記
録

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
指
定
の
要
件
）

第
三
十
四
条
の
十
四

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

（
新
設
）

件
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務
（
以
下
「
質
問
等
事
務
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

質
問
等
事
務
を
適
確
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

法
人
の
役
員
又
は
職
員
の
構
成
が
、
質
問
等
事
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

質
問
等
事
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
質
問
等
事
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
質
問
等
事
務
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
適
格

性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
五

令
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
第
二
十
四
条

（
新
設
）

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
（
以
下
「
都
道
府
県
事

務
受
託
法
人
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
都
道
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府
県
事
務
受
託
事
務
所
（
以
下
「
都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
に
係
る
都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

三

当
該
申
請
に
係
る
都
道
府
県
事
務
（
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
規

定
す
る
都
道
府
県
事
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類

四

当
該
申
請
に
係
る
都
道
府
県
事
務
の
開
始
の
予
定
年
月
日

五

申
請
者
の
定
款
、
寄
附
行
為
等
及
び
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
等

六

都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
平
面
図

七

都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
経

歴
八

都
道
府
県
事
務
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
若
し
く
は
こ
れ
を
使

用
す
る
者
又
は
介
護
給
付
等
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
若

し
く
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

九

当
該
申
請
に
係
る
都
道
府
県
事
務
に
係
る
職
員
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形

態
十

当
該
申
請
に
係
る
都
道
府
県
事
務
に
係
る
資
産
の
状
況

十
一

令
第
十
一
条
の
七
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

以
下
次
条
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

十
二

役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十
三

そ
の
他
指
定
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

（
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
十
六

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
、

（
新
設
）
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第
五
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
七
号
ま
で

及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事

項
に
つ
い
て
当
該
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の
は
、
誓
約
書
を
添
付
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
事
務
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
三
条
第
二

項
及
び
第
三
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
都
道
府
県
事
務
の
委
託
の
公
示
等
）

第
三
十
四
条
の
十
七

都
道
府
県
は
、
法
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

公
示
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
委
託
に
係
る
都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

委
託
す
る
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

委
託
開
始
の
予
定
年
月
日

四

委
託
す
る
都
道
府
県
事
務
の
内
容

２

都
道
府
県
は
、
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
委
託
を
終
了
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
項
目
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
委
託
に
係
る
都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

委
託
し
て
い
る
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

委
託
終
了
の
年
月
日

四

委
託
し
て
い
る
都
道
府
県
事
務
の
内
容

（
管
理
者
）
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第
三
十
四
条
の
十
八

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
都
道
府
県
事
務
受
託
事

（
新
設
）

務
所
ご
と
に
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
）

第
三
十
四
条
の
十
九

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
都
道
府
県
事
務
を
行
う

（
新
設
）

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
に
身
分
を
証
す
る
書
類
を
携
行
さ
せ
、
こ
れ
を
提

示
す
べ
き
旨
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
四
条
の
二
十

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
自
ら
実
施
し
た
都
道
府

（
新
設
）

県
事
務
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
若
し
く
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者

又
は
介
護
給
付
等
を
受
け
た
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
そ
の

家
族
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
当

該
苦
情
の
内
容
等
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
整
備
）

第
三
十
四
条
の
二
十
一

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
職
員
及
び
会
計
に
関

（
新
設
）

す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
都
道
府
県
事
務
の
実
施
に
関
す
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

実
施
し
た
都
道
府
県
事
務
の
内
容
等
の
記
録

二

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

（
要
介
護
認
定
の
申
請
等
）

（
要
介
護
認
定
の
申
請
等
）
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第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
二
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

４

法
第
二
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
百
十
五

す
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
百
十
五

条
の
四
十
六
第
一
項
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
第

条
の
四
十
五
第
一
項
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
第

一
項
の
手
続
を
代
わ
っ
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

一
項
の
手
続
を
代
わ
っ
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
「
提
出

業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
「
提
出

代
行
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護

代
行
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し

老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し

く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
名
称
を
冠
し

く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
名
称
を
冠
し

て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
）

（
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
）

第
六
十
五
条
の
三

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三

第
六
十
五
条
の
三

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二

号
並
び
に
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
は
、
次
の

号
並
び
に
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

各
号
に
掲
げ
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
費
用
と
す
る
。

め
る
費
用
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
六
十
五
条
の
五

第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
は
、
要
介
護
被
保
険
者

第
六
十
五
条
の
五

第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
は
、
要
介
護
被

に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

保
険
者
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

に
お
い
て
、
第
六
十
五
条
中
「
法
第
四
十
一
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第

の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
五
条
中
「
法
第
四
十
一
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
、

四
十
二
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
八
項
」
と
、
「
居

「
法
第
四
十
二
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
八
項
」
と

宅
要
介
護
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
被
保
険
者
」
と
、
「
同
条
第
四
項

、
「
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
被
保
険
者
」
と
、
「
同
条
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第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
各
号
」
と
読

第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

号
又
は
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
試
験
実
施
機
関
の
指
定
の
申
請
）

（
指
定
試
験
実
施
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
百
十
三
条
の
三
十
七

（
略
）

第
百
十
三
条
の
三
十
七

（
略
）

２

令
第
三
十
五
条
の
十
五
第
一
項
第
三
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

２

令
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
第
三
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

令
第
三
十
五
条
の
十
五
第
一
項
第
三
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

３

令
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
第
三
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

。
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
指
定
研
修
実
施
機
関
の
指
定
の
申
請
）

（
指
定
研
修
実
施
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
百
十
三
条
の
三
十
八

（
略
）

第
百
十
三
条
の
三
十
八

（
略
）

２

令
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

２

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
前
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

前
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

令
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

３

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

。
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

令
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

４

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
研
修
を
修
了
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
実
務
研
修
受
講
試
験
の
合
格
年
月

研
修
を
修
了
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
実
務
研
修
受
講
試
験
の
合
格
年
月
日

日
並
び
に
研
修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
及
び
修
了
年
月
日
と
す
る
。

並
び
に
研
修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
及
び
修
了
年
月
日
と
す
る
。

（
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
十
四
条

（
略
）

第
百
十
四
条

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

法
第
七
十
条
第
二
項
各
号
（
病
院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
療
養
管
理
指

十
二

法
第
七
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
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導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
（
病
院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
又

テ
ー
シ
ョ
ン
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
短
期
入
所
療
養
介
護
に

は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
第
六
号
の
二
、
第
六
号
の
三
、
第
十
号
の
二
及

シ
ョ
ン
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る

び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
（
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
）
（
法
第
七
十
条
の
二

合
を
含
む
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す

て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

十
三
・
十
四

（
略
）

十
三
・
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
法
第
七
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
二
十
六
条
の
四
の
二

法
第
七
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

（
新
設
）

は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
病
院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
療
養

管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
短
期
入
所
療
養
介
護

に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
推
定
利
用
定
員
の
算
定
方
法
）

（
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
推
定
利
用
定
員
の
算
定
方
法
）

第
百
二
十
六
条
の
五

法
第
七
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
百
二
十
六
条
の
五

法
第
七
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
定
員
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
混
合
型
特

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
定
員
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
混
合
型
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
同
項
に
規
定
す
る
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
同
項
に
規
定
す
る
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
を
い
う
。
）
の
事
業
が
行
わ
れ
る
特
定
施
設
の
入
居
定
員
に
、
百
分
の
七
十
を

護
を
い
う
。
）
の
事
業
が
行
わ
れ
る
特
定
施
設
の
入
居
定
員
に
、
百
分
の
七
十
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
都
道
府
県
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

超
え
な
い
範
囲
内
で
都
道
府
県
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

（
法
第
七
十
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
）

（
法
第
七
十
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
）

第
百
二
十
六
条
の
六

法
第
七
十
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー

第
百
二
十
六
条
の
六

法
第
七
十
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
は
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
と
す
る
。

ビ
ス
は
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
と
す
る
。
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２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
指
定
の
変
更
の
申
請
が
あ
っ
た

（
新
設
）

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
七
十
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
七
十
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
百
二
十
六
条
の
七

法
第
七
十
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
百
二
十
六
条
の
七

法
第
七
十
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

前
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
指
定
の

（
新
設
）

変
更
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
七
十
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
）

第
百
二
十
六
条
の
八

法
第
七
十
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー

（
新
設
）

ビ
ス
は
、
訪
問
介
護
及
び
通
所
介
護
と
す
る
。

（
法
第
七
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
求
め
の
方
法
）

第
百
二
十
六
条
の
九

市
町
村
長
は
、
法
第
七
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を

（
新
設
）

求
め
る
際
は
、
当
該
協
議
の
対
象
と
な
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
前
条
に
規
定
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
種
類
、
当
該
協
議
の
対
象
と
な
る
区
域
そ
の
他
当
該
協
議
を
行

う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
七
十
条
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
二
十
六
条
の
十

法
第
七
十
条
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

（
新
設
）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
百
二
十
六
条
の
八
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
必
要
な

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
配
慮
す
る
こ
と
。

二

必
要
に
応
じ
て
、
法
第
七
十
条
第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
か
ら
意
見
を
聴
取
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す
る
こ
と
。

（
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
利
用
定
員
の
増
加
の
申
請
）

第
百
二
十
六
条
の
十
一

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
施
設
入

（
新
設
）

居
者
生
活
介
護
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
の
変
更
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
変
更

に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

三

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図
（
各
室
の
用
途
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

）
並
び
に
設
備
の
概
要

四

利
用
者
の
推
定
数
（
要
介
護
者
及
び
要
支
援
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
推
定
数

を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。
）

五

利
用
者
の
定
員

六

当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
九
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
受
託
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
が
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
事
業

者
の
名
称
及
び
所
在
地

八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
力
医
療

機
関
の
名
称
及
び
診
療
科
名
並
び
に
当
該
協
力
医
療
機
関
と
の
契
約
の
内
容
（

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
協
力
歯
科
医
療
機
関
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及

び
当
該
協
力
歯
科
医
療
機
関
と
の
契
約
の
内
容
を
含
む
。
）

（
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）
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第
百
三
十
一
条
の
三

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
夜
間
対
応
型

第
百
三
十
一
条
の
三

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
夜
間
対
応
型

訪
問
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す

訪
問
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係

る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
の
市
町
村

る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
（
当
該
事
業
所
の
所
在
地
の
市
町
村

以
外
の
市
町
村
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
長
か

以
外
の
市
町
村
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
長
か

ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
市
町
村
の
長
。
以
下
こ
の
節

ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
市
町
村
の
長
。
以
下
こ
の
節

、
第
七
節
及
び
第
八
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

、
第
七
節
及
び
第
八
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
し
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な

い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長
か
ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い

て
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
と
当
該
他
の

市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

法
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
六
に
お
い
て
読
み

十
二

法
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
五
に
お
い
て
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書
」

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書
」

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

十
三
・
十
四

（
略
）

十
三
・
十
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
三
十
一
条
の
四

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
知
症
対
応

第
百
三
十
一
条
の
四

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と

型
通
所
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に

係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ

な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長
か
ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ



20

い
て
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
と
当
該
他

の
市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
三
十
一
条
の
五

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
小
規
模
多
機

第
百
三
十
一
条
の
五

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う

能
型
居
宅
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定

に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
た
だ
し
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ

れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長
か
ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

つ
い
て
、
第
四
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
と
当

該
他
の
市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一
～
十
八

（
略
）

一
～
十
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
三
十
一
条
の
六

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
知
症
対
応

第
百
三
十
一
条
の
六

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ

型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指

定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用

い
。

さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長
か
ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
、
第
四
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
と

当
該
他
の
市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。
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一
～
十
八

（
略
）

一
～
十
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
三
十
一
条
の
七

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
密
着
型

第
百
三
十
一
条
の
七

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
密
着
型

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
を

、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ

、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
四
号
の
規

ば
な
ら
な
い
。

定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長
か
ら
指
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要

し
な
い
と
当
該
他
の
市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し

な
い
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請

等
）

等
）

第
百
三
十
一
条
の
八

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
密
着
型

第
百
三
十
一
条
の
八

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又

者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又

は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
施
設
の
開
設
の
場
所
を
所
管
す
る
市
町
村
長
に
提

は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
施
設
の
開
設
の
場
所
を
所
管
す
る
市
町
村
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長
か
ら
指
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
四
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

の
記
載
を
要
し
な
い
と
当
該
他
の
市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
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記
載
を
要
し
な
い
。

一
～
二
十

（
略
）

一
～
二
十

（
略
）

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
同
号

本
文
に

（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
同
号

本
文
に

規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
等
）

め
ら
れ
る
場
合
等
）

第
百
三
十
一
条
の
十

法
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
六
号
（
法
第
七
十
八
条
の
十

第
百
三
十
一
条
の
十

法
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

四
第
三
項
に
お
い
て
同
号
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
同
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が

め
る
同
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長
が
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
そ
の
他
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
の
権

町
村
長
が
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
そ
の
他
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
の
権

限
を
適
切
に
行
使
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び

限
を
適
切
に
行
使
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び

当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に

に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に

関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を

関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を

確
認
し
た
結
果
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
当
該
指
定
取
消
し

確
認
し
た
結
果
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
当
該
指
定
取
消
し

の
理
由
と
な
っ
た
事
実
に
つ
い
て
組
織
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場

の
理
由
と
な
っ
た
事
実
に
つ
い
て
組
織
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場

合
と
す
る
。

合
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
三
十
一
条
の
十
の
二

法
第
七
十
八
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
基
準
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
聴
聞
決
定
予
定
日
の
通
知
）

（
聴
聞
決
定
予
定
日
の
通
知
）
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第
百
三
十
一
条
の
十
一

法
第
七
十
八
条
の
二
第
六
項
第
二
号
の
二
の
規
定
に
よ
る

第
百
三
十
一
条
の
十
一

法
第
七
十
八
条
の
二
第
五
項
第
二
号
の
二
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
す
る
と
き
は
、
法
第
七
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ

通
知
を
す
る
と
き
は
、
法
第
七
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ

れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
査
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
十
日
以
内
に
、

れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
査
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
十
日
以
内
に
、

検
査
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
の
特
定
の
日
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

検
査
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
の
特
定
の
日
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基
準
の
変
更
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基
準
の
変
更
に
係
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
範
囲
）

定
め
る
範
囲
）

第
百
三
十
一
条
の
十
二

市
町
村
は
、
法
第
七
十
八
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

第
百
三
十
一
条
の
十
二

市
町
村
は
、
法
第
七
十
八
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
う
ち
、
同
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
う
ち
、
利
用
定
員
及
び
登
録
定
員
に
関
す

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
利
用
定
員
及
び
登
録
定
員
に
関
す
る
基
準
、

る
基
準
、
事
業
所
又
は
従
業
者
の
経
験
及
び
研
修
に
関
す
る
基
準
、
従
業
者
の
夜

事
業
所
又
は
従
業
者
の
経
験
及
び
研
修
に
関
す
る
基
準
、
従
業
者
の
夜
勤
に
関
す

勤
に
関
す
る
基
準
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
で
、
当
該

る
基
準
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
で
、
当
該
市
町
村
に

市
町
村
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
基

お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
基
準
及
び
指

準
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
三
十
一
条
の
十
五

法
第
七
十
八
条
の
十
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

市
町
村
長
は
、
選
考
基
準
を
設
け
、
当
該
基
準
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当

該
基
準
に
基
づ
い
て
選
考
を
し
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
決
定

す
る
こ
と
。

二

市
町
村
長
は
、
公
募
を
行
う
旨
を
公
報
又
は
広
報
紙
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
周
知
す
る
こ
と
。

三

市
町
村
長
は
、
応
募
の
受
付
期
間
を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
。

四

市
町
村
長
は
、
選
考
の
結
果
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
決
定
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し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
選
考
後
一
定
期
間
内
に
再
度
公
募
を
行
う
こ
と
。

第
百
三
十
二
条
の
二

（
略
）

第
百
三
十
二
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
九
条
第
二
項
第
五
号
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
九
条
第
二
項
第
五
号
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
同
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が

め
る
同
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
及
び
同
項
第
八
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
同
号
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
百
三
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号

第
百
三
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号

、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら

、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
六
号
ま

第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

で
、
第
八
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
居
宅
介

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

護
支
援
事
業
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

業
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の
は
、
誓
約

は
、
誓
約
書
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

書
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
法
第
八
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
同
号
本
文
に
規
定

（
法
第
八
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
同
号
本
文
に
規
定

す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
等
）

れ
る
場
合
）

第
百
三
十
四
条
の
二

（
略
）

第
百
三
十
四
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
六
条
第
二
項
第
七
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
同
ニ
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
）

（
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
百
四
十
条
の
三

（
略
）

第
百
四
十
条
の
三

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第

十
二

法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第

七
号
の
二
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
（
病
院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防

七
号
の
二
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
（
病
院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防

居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防

居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防

訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請

に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
）
（

に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
）
（

令
第
三
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項

令
第
三
十
五
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

十
三
・
十
四

（
略
）

十
三
・
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
四
十
条
の
十
七
の
二

法
第
百
十
五
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
基
準
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
病
院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
介

護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護

予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
四
十
条
の
二
十
四

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
予

第
百
四
十
条
の
二
十
四

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
予



26

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又

者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又

は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出

は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
三
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
読
み
替
え

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
れ
た
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
八
条
の
二

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用

さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長
か
ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
と
当

該
他
の
市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
十
三
に
お
い
て

十
二

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
七
に
お
い
て
読

読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約

）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書

書
」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）

十
三
・
十
四

十
三
・
十
四

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
四
十
条
の
二
十
五

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
予

第
百
四
十
条
の
二
十
五

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
予

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提

又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
三
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
読
み
替

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

え
ら
れ
た
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
八
条
の

二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
第
四
号
の
規
定
が
適

用
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長
か
ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
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者
に
つ
い
て
、
第
四
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い

と
当
該
他
の
市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一
～
十
八

（
略
）

一
～
十
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
百
四
十
条
の
二
十
六

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
予

第
百
四
十
条
の
二
十
六

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

事
業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に

書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
三
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
読
み

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

替
え
ら
れ
た
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
八
条

の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
第
四
号
の
規
定
が

適
用
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
の
市
町
村
の
長
か
ら
指
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
に
つ
い
て
、
第
四
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な

い
と
当
該
他
の
市
町
村
の
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一
～
十
八

（
略
）

一
～
十
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
四
十
条
の
二
十
七
の
二

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
基
準
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基
準
の
変
更
に
係
る
厚
生
労

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基
準
の
変
更
に
係
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
範
囲
）

働
省
令
で
定
め
る
範
囲
）

第
百
四
十
条
の
二
十
九

市
町
村
は
、
法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
五
項
の
規
定
に
よ

第
百
四
十
条
の
二
十
九

市
町
村
は
、
法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
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り
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
う
ち
、
同
条
第
三
項
第
一
号

り
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
う
ち
、
利
用
定
員
及
び
登
録

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
利
用
定
員
及
び
登
録
定
員
に
関

定
員
に
関
す
る
基
準
、
事
業
所
又
は
従
業
者
の
経
験
及
び
研
修
に
関
す
る
基
準
、

す
る
基
準
、
事
業
所
又
は
従
業
者
の
経
験
及
び
研
修
に
関
す
る
基
準
、
従
業
者
の

従
業
者
の
夜
勤
に
関
す
る
基
準
、
運
営
に
関
す
る
基
準
並
び
に
介
護
予
防
の
た
め

夜
勤
に
関
す
る
基
準
、
運
営
に
関
す
る
基
準
並
び
に
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
で
、
当
該
市
町

な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
で
、
当
該
市
町
村
に
お
け

村
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
事
者
に
関
す

る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
事
者
に
関
す
る
基
準
並

る
基
準
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事

ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
）

（
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
百
四
十
条
の
三
十
二

（
略
）

第
百
四
十
条
の
三
十
二

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

法
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
十
四
に
お
い

十
四

法
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て

て
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

む
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓

。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約

約
書
」
と
い
う
。
）

書
」
と
い
う
。
）

十
五
～
十
七

（
略
）

十
五
～
十
七

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

者
が
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
の
設
置
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当
該
市
町
村
長
に
提
出
し

ー
の
設
置
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当
該
市
町
村
長
に
提
出
し

て
い
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係

て
い
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係

る
申
請
書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
申
請
書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
百
四
十
条
の
三
十
三

（
略
）

第
百
四
十
条
の
三
十
三

（
略
）
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２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
第
五
号
の
二
の
厚
生
労
働

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
第
五
号
の
二
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
同
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す

省
令
で
定
め
る
同
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す

る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
及
び
同
項
第
八
号
ニ
の
厚
生
労
働
省

る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

令
で
定
め
る
同
号
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
百
四
十
条
の
四
十
四

（
略
）

第
百
四
十
条
の
四
十
四

（
略
）

一

第
百
四
十
条
の
四
十
八
第
一
号
の
計
画
の
基
準
日
前
の
一
年
間
に
お
い
て
、

一

第
百
四
十
条
の
四
十
八
第
一
号
の
計
画
の
基
準
日
前
の
一
年
間
に
お
い
て
、

提
供
を
行
っ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す

提
供
を
行
っ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
、
居
宅
介
護
サ

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
、
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
計
画
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密

ー
ビ
ス
計
画
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
支
給
の
対
象

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
支
給
の
対
象

と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
支
払
い
を
受
け
た
金
額
が
百
万
円
以
下
で
あ

と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
対
価

る
も
の

」
と
い
う
。
）
と
し
て
支
払
い
を
受
け
た
金
額
が
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
設
に
お
い
て
、
次
の
区
分
に
掲
げ

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
支
払
い
を
受
け
た
金
額
が
百
万
円
以
下
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
区
分
に
掲
げ
る
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
支

払
い
を
受
け
た
金
額
が
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

訪
問
介
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護

ロ

訪
問
入
浴
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

ハ

訪
問
看
護
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
条
の
二
に
規
定
す
る
指

定
療
養
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
「
指
定
療
養
通

所
介
護
」
と
い
う
。
）
、
介
護
予
防
訪
問
看
護

ニ

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
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ホ

通
所
介
護
（
指
定
療
養
通
所
介
護
を
除
く
。
）
、
指
定
療
養
通
所
介
護
、

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護

ヘ

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
指
定
療
養
通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

ト

短
期
入
所
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

チ

第
十
四
条
第
一
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
短
期
入
所
療
養

介
護
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
老
人
保
健
施
設

）
」
と
い
う
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
第
二
十
二
条
の
十
四
第
一
号
で

定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
別
表

第
二
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
老
人
保
健
施
設
）

」
と
い
う
。
）

リ

第
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
短

期
入
所
療
養
介
護
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
療

養
型
医
療
施
設
等
）
」
と
い
う
。
）
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
第
二
十
二

条
の
十
四
第
二
号
又
は
第
三
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
（
介
護
療
養
型
医
療
施
設
等
）
」
と
い
う
。
）

ヌ

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
等
基
準
第
百
九
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第
二
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
外
部

サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に

お
い
て
提
供
さ
れ
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
有
料
老
人
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ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利

用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

び
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い

て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護

ル

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
軽

費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
地
域
密
着

型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護

予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い

て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護

ヲ

適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く

。
）
、
適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ
ー
ビ
ス

利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
に

お
い
て
提
供
さ
れ
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
適
合
高
齢

者
専
用
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

を
除
く
。
）
、
適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ

ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

ワ

福
祉
用
具
貸
与
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
、
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
、
特
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定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

カ

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

ヨ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護

二

（
略
）

二

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
方
法
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

情
報
）

第
百
四
十
条
の
四
十
六

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の

第
百
四
十
条
の
四
十
六

法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護

た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
同
条
第
三
項
の
調
査
を

サ
ー
ビ
ス
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す

行
っ
た
と
き
は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
報
告
の

る
情
報
と
す
る
。

内
容
を
公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
報
告
の
内
容
及

情
報
）

び
調
査
の
結
果
）

第
百
四
十
条
の
四
十
七

法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
四
十
七

法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
を
い

め
る
報
告
の
内
容
及
び
調
査
の
結
果
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
情

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
情

報
に
係
る
報
告
の
内
容
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
情
報
に
係
る
調

報
と
す
る
。

査
の
結
果
と
す
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
百
四
十
条
の
五
十
一

法
第
百
十
五
条
の
三
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
五
十
一

法
第
百
十
五
条
の
三
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
適
正
な
調
査
の
実
施
に
支

め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
方
法
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に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
調
査
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

（
調
査
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
百
四
十
条
の
五
十
三

（
略
）

第
百
四
十
条
の
五
十
三

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三

調
査
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

調
査
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

調
査
事
務
に
関
す
る
帳
簿
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
帳
簿
を

五

調
査
事
務
に
関
す
る
帳
簿
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
帳
簿
を

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
項

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
調
査
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

六

そ
の
他
調
査
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
四
十
条
の
五
十
七

第
百
十
三
条
の
三
十
八
の
規
定
は
、
調
査
員
養
成
研
修
に

第
百
四
十
条
の
五
十
七

第
百
十
三
条
の
三
十
八
の
規
定
は
、
調
査
員
養
成
研
修
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十
九
条
の

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十
九
条
の

三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
」
と
、
同
項
第
五

三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
」
と
、
同
項
第
五

号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
三
条
の
三
十
七
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
三
条
の
三
十
七
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

令
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第

第
四
項
第
三
号
イ
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
令
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
第
二

四
項
第
三
号
イ
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
ロ

号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第
四
項
第
三
号
ロ
」
と
、
同
条
第
四

」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第
四
項
第
三
号
ロ
」
と
、
同
条
第
四
項
中

項
中
「
令
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七

「
令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七

条
の
七
第
四
項
第
三
号
ハ
」
と
「
実
務
研
修
受
講
試
験
の
合
格
年
月
日
並
び
に
研

第
四
項
第
三
号
ハ
」
と
「
実
務
研
修
受
講
試
験
の
合
格
年
月
日
並
び
に
研
修
の
受

修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
研
修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
」
と
読

講
の
開
始
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
研
修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
」
と
読
み
替
え

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
公
表
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

（
情
報
公
表
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）
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第
百
四
十
条
の
五
十
九

（
略
）

第
百
四
十
条
の
五
十
九

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三

情
報
公
表
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

情
報
公
表
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

情
報
公
表
事
務
に
関
す
る
帳
簿
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い

五

情
報
公
表
事
務
に
関
す
る
帳
簿
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
帳
簿
を
い
う
。
）
の
管
理

て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
帳
簿
を
い
う
。
）
の
管
理

に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
情
報
公
表
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

六

そ
の
他
情
報
公
表
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
情
報
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関

す
る
情
報
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
都
道
府

県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
料
）

（
利
用
料
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料

第
百
四
十
条
の
六
十
三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料

に
関
す
る
事
項
は
、
市
町
村
が
定
め
る
。

に
関
す
る
事
項
は
、
市
町
村
が
定
め
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
）

第
百
四
十
条
の
六
十
四

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
六
十
四

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲

一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の

げ
る
も
の

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業

（
新
設
）
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三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
届
出
）

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
届
出
）

第
百
四
十
条
の
六
十
五

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
六
十
五

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
当
該
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
在
地
以
外

一

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
当
該
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
在
地
以
外

の
場
所
に
包
括
的
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る

の
場
所
に
包
括
的
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る

包
括
的
支
援
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
前
条
に
規
定
す
る
事
業
を
実

包
括
的
支
援
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
前
条
に
規
定
す
る
事
業
を
実

施
す
る
従
た
る
事
務
所
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
従
た
る
事
務
所
を
含
む
。
第

施
す
る
従
た
る
事
務
所
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
従
た
る
事
務
所
を
含
む
。
第

三
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

三
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
一
項
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
三
項

い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項

の
届
出
を
行
う
も
の
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表

の
届
出
を
行
う
も
の
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表

者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

三
～
十
一

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
百
四
十
条
の
六
十
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
六
十
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
百
四
十
条
の
六
十
七

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
六
十
七

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
者
は
、
包
括
的
支
援
事
業
を
適
切
、
公
正
、
中
立
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る

め
る
者
は
、
包
括
的
支
援
事
業
を
適
切
、
公
正
、
中
立
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る
法
人
で
あ
っ
て
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規

こ
と
が
で
き
る
法
人
で
あ
っ
て
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
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定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第

定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
を
組
織
す
る
市
町
村
、
医

一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
を
組
織
す
る
市
町
村
、
医

療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
包
括
的
支
援
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
包
括
的
支
援
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成

十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
特
定
非
営
利

十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
特
定
非
営
利

活
動
法
人
そ
の
他
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

活
動
法
人
そ
の
他
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

（
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
基
準
所
得
金
額
）

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
基
準
所
得
金
額
）

第
百
四
十
三
条

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
八
条

第
百
四
十
三
条

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
八
条

第
六
項
の
基
準
所
得
金
額
は
、
百
九
十
万
円
と
す
る
。

第
六
項
の
基
準
所
得
金
額
は
、
二
百
万
円
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
百
六
十
五
条
の
三

法
第
二
百
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
四

第
百
六
十
五
条
の
三

法
第
二
百
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
四

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
条
第
二
項
、
第
百
四
条
第
三
項
、
第
百
十
五
条

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
条
第
二
項
、
第
百
四
条
第
三
項
、
第
百
十
五
条

の
三
十
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
十
五
条
の
三
十
四
、
第
百
九
十
七
条
第
一

の
三
十
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
十
五
条
の
三
十
四
、
第
百
九
十
七
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
百
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
百
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の

権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

（
大
都
市
の
特
例
）

第
百
六
十
五
条
の
五

令
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
第

（
新
設
）

二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

が
介
護
保
険
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
の
六
第

三
号
、
第
百
十
四
条
か
ら
百
二
十
五
条
ま
で
、
第
百
二
十
六
条
の
三
第
四
項
第
二

号
、
第
百
二
十
六
条
の
十
一
、
第
百
三
十
条
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
二
条

、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
四
条
、
第
百
三
十
五
条
、
百
三
十
六
条
、
第
百
三

十
七
条
、
第
百
四
十
条
の
三
か
ら
第
百
四
十
条
の
十
四
ま
で
、
第
百
四
十
条
の
二
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十
一
及
び
第
百
四
十
条
の
二
十
二
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都

市
の
市
長
」
と
、
第
百
四
十
条
の
四
十
二
中
「
指
定
を
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
若

し
く
は
許
可
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
中
核
市
の
特
例
）

第
百
六
十
五
条
の
六

令
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
第

（
新
設
）

二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
が

介
護
保
険
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
の
六
第
三

号
、
第
百
十
四
条
か
ら
百
二
十
五
条
ま
で
、
第
百
二
十
六
条
の
三
第
四
項
第
二
号

、
第
百
二
十
六
条
の
十
一
、
第
百
三
十
条
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
二
条
、

第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
四
条
、
第
百
三
十
五
条
、
百
三
十
六
条
、
第
百
三
十

七
条
、
第
百
四
十
条
の
三
か
ら
第
百
四
十
条
の
十
四
ま
で
、
第
百
四
十
条
の
二
十

一
及
び
第
百
四
十
条
の
二
十
二
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
の

市
長
」
と
、
第
百
四
十
条
の
四
十
二
中
「
指
定
を
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
若
し
く

は
許
可
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
、
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

別
表
第
二
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
―
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

（
略
）

（
略
）
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46



47



48

○

介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
基
金
事
業
対
象
比
率
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
介
護
保
険
事
業
に
係
る
収
入
額
の

（
基
金
事
業
対
象
比
率
の
算
定
に
当
た
っ
て
の
介
護
保
険
事
業
に
係
る
収
入
額
の

算
定
方
法
）

算
定
方
法
）

第
一
条
の
二

算
定
政
令
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
給
付
費
額
（
同

第
一
条
の
二

算
定
政
令
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
給
付
費
額
（
同

号
に
規
定
す
る
標
準
給
付
費
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
法
第
百
十
五
条
の

号
に
規
定
す
る
標
準
給
付
費
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
法
第
百
十
五
条
の

四
十
五
に
規
定
す
る
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
に
充
て
る
べ
き
額
は
、

四
十
四
に
規
定
す
る
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
に
充
て
る
べ
き
額
は
、

各
年
度
の
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下
「
施
行

各
年
度
の
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下
「
施
行

令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
合
算
額
か
ら
同
項
に

令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
合
算
額
か
ら
同
項
に

規
定
す
る
法
第
百
二
十
七
条
及
び
第
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
う
ち

規
定
す
る
法
第
百
二
十
七
条
及
び
第
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
う
ち

標
準
給
付
費
額
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
の
額
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
そ
の
他

標
準
給
付
費
額
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
の
額
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
そ
の
他

介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
の
た
め
の
収
入
の
う
ち
標
準
給
付
費
額
に
係
る
も

介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
の
た
め
の
収
入
の
う
ち
標
準
給
付
費
額
に
係
る
も

の
以
外
の
も
の
の
額
の
合
計
額
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
総
額
と
す
る
。

の
以
外
の
も
の
の
額
の
合
計
額
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
総
額
と
す
る
。

（
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
率
）

（
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
率
）

第
四
条

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
算
定
政
令
第
十
二
条
第

第
四
条

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
算
定
政
令
第
十
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
率
は
、
十
万
分
の
三
十
七
と
す
る
。

三
項
に
規
定
す
る
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
率
は
、
一
万
分
の
四
と
す
る
。

（
概
算
納
付
金
の
算
定
に
係
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
等
事
業
医

（
概
算
納
付
金
の
算
定
に
係
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
事
業
医
療

療
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
の
算
定
方
法
）

保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
の
算
定
方
法
）

第
七
条

法
第
百
五
十
二
条
に
規
定
す
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
（
法
第
百
二
十
五

第
七
条

法
第
百
五
十
二
条
に
規
定
す
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
（
法
第
百
二
十
五
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条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
介

条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
介

護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
（
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

護
予
防
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
（
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介

介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
の

護
予
防
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
の
総
額

総
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
年

該
年
度
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
負
担
率
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
号
被

度
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
負
担
率
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険

保
険
者
負
担
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

者
負
担
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

前
々
年
度
の
す
べ
て
の
市
町
村
の
標
準
給
付
費
額
及
び
法
第
百
二
十
二
条
の

一

前
々
年
度
の
す
べ
て
の
市
町
村
の
標
準
給
付
費
額
及
び
法
第
百
二
十
二
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
等
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
（
以
下
「
介
護

二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
（
以
下
「
介
護
予

予
防
等
事
業
費
額
」
と
い
う
。
）
の
総
額

防
事
業
費
額
」
と
い
う
。
）
の
総
額

二

当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
市
町
村
の
標
準
給
付
費
額
及
び
介
護
予
防
等

二

当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
市
町
村
の
標
準
給
付
費
額
及
び
介
護
予
防
事

事
業
費
額
の
見
込
額
の
総
額
を
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
市
町
村
の
標
準

業
費
額
の
見
込
額
の
総
額
を
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
市
町
村
の
標
準
給

給
付
費
額
及
び
介
護
予
防
等
事
業
費
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し

付
費
額
及
び
介
護
予
防
事
業
費
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
年

て
年
度
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率

度
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率

（
概
算
納
付
金
の
算
定
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当
た
り
負
担
見
込
額
の
算

（
概
算
納
付
金
の
算
定
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当
た
り
負
担
見
込
額
の
算

定
方
法
）

定
方
法
）

第
九
条

法
第
百
五
十
二
条
に
規
定
す
る
当
該
年
度
に
お
け
る
医
療
保
険
納
付
対
象

第
九
条

法
第
百
五
十
二
条
に
規
定
す
る
当
該
年
度
に
お
け
る
医
療
保
険
納
付
対
象

額
及
び
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
の
総
額
を
第
二
号
被

額
及
び
介
護
予
防
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
の
総
額
を
第
二
号
被
保

保
険
者
の
見
込
数
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
「
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当

険
者
の
見
込
数
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
「
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当
た

た
り
負
担
見
込
額
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
七
条
の
規
定
に
よ

り
負
担
見
込
額
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
七
条
の
規
定
に
よ
り

り
算
定
し
た
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象

算
定
し
た
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の

額
の
見
込
額
の
総
額
を
、
当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
医
療
保
険
者
に
係
る
前

見
込
額
の
総
額
を
、
当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
医
療
保
険
者
に
係
る
前
条
第

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
の
総
数
と
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算

一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
の
総
数
と
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す

定
す
る
数
の
見
込
数
の
総
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
額
と
し
て
年
度
ご
と
に
あ

る
数
の
見
込
数
の
総
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
額
と
し
て
年
度
ご
と
に
あ
ら
か

ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

じ
め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。
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（
確
定
納
付
金
の
算
定
に
係
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
等
事
業
医

（
確
定
納
付
金
の
算
定
に
係
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
事
業
医
療

療
保
険
納
付
対
象
額
の
算
定
方
法
）

保
険
納
付
対
象
額
の
算
定
方
法
）

第
十
条

法
第
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
等

第
十
条

法
第
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
事

事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
市
町
村

業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
市
町
村
の

の
標
準
給
付
費
額
及
び
介
護
予
防
等
事
業
費
額
の
総
額
に
前
々
年
度
に
係
る
第
二

標
準
給
付
費
額
及
び
介
護
予
防
事
業
費
額
の
総
額
に
前
々
年
度
に
係
る
第
二
号
被

号
被
保
険
者
負
担
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

保
険
者
負
担
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
確
定
納
付
金
の
算
定
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当
た
り
負
担
額
の
算
定
方

（
確
定
納
付
金
の
算
定
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当
た
り
負
担
額
の
算
定
方

法
）

法
）

第
十
一
条

法
第
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
前
々
年
度
に
お
け
る
医
療
保
険
納
付
対

第
十
一
条

法
第
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
前
々
年
度
に
お
け
る
医
療
保
険
納
付
対

象
額
及
び
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
を
第
二
号
被
保
険
者

象
額
及
び
介
護
予
防
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
を
第
二
号
被
保
険
者
の

の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
「
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当
た
り
負
担
額
」
と

総
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
「
第
二
号
被
保
険
者
一
人
当
た
り
負
担
額
」
と
い

い
う
。
）
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
医
療
保
険
納

う
。
）
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
医
療
保
険
納
付

付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
を
前
々
年
度
に

対
象
額
及
び
介
護
予
防
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
を
前
々
年
度
に
お
け

お
け
る
す
べ
て
の
医
療
保
険
者
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た

る
す
べ
て
の
医
療
保
険
者
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
と

額
と
し
て
年
度
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

し
て
年
度
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

（
端
数
計
算
）

（
端
数
計
算
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介

（
略
）

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介

（
略
）

護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
の
総

護
予
防
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
の
総
額

第
十
条
に
規
定
す
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護

第
十
条
に
規
定
す
る
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護

予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額

予
防
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
市
町
村
が
行
う
支
払
基
金
に
対
す
る
通
知
）

（
市
町
村
が
行
う
支
払
基
金
に
対
す
る
通
知
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

各
年
度
の
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
等
事
業
医
療
保
険
納
付
対

二

各
年
度
の
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
介
護
予
防
事
業
医
療
保
険
納
付
対
象

象
額
並
び
に
そ
の
内
訳

翌
年
度
の
六
月
末
日

額
並
び
に
そ
の
内
訳

翌
年
度
の
六
月
末
日
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○

老
人
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
部
分
）

第
一
条
の
六
の
二

法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
部
分
は
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六

号
）
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
日
常
生
活
上
の
世
話
に
係
る
部
分
と
す
る
。

（
法
第
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

（
法
第
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
一
条
の
十
二

法
第
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
一
条
の
十
二

法
第
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

も
の
は
、
入
居
一
時
金
、
介
護
一
時
金
、
協
力
金
、
管
理
費
、
入
会
金
そ
の
他
い

、
入
居
一
時
金
、
介
護
一
時
金
、
協
力
金
、
管
理
費
、
入
会
金
そ
の
他
い
か
な
る

か
な
る
名
称
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を

名
称
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者

行
う
者
が
、
家
賃
又
は
施
設
の
利
用
料
並
び
に
介
護
、
食
事
の
提
供
及
び
そ
の
他

が
、
家
賃
又
は
施
設
の
利
用
料
並
び
に
介
護
、
食
事
の
提
供
及
び
そ
の
他
の
日
常

の
日
常
生
活
上
必
要
な
便
宜
の
供
与
の
対
価
と
し
て
収
受
す
る
全
て
の
費
用
（
敷

生
活
上
必
要
な
便
宜
の
供
与
の
対
価
と
し
て
収
受
す
る
全
て
の
費
用
を
い
う
。
た

金
（
家
賃
の
六
月
分
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
す
る
。
）
と
し
て
収
受
す
る
も
の

だ
し
、
敷
金
（
家
賃
の
六
月
分
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
す
る
。
）
と
し
て
収
受

を
除
く
。
）
と
す
る
。

す
る
も
の
を
除
く
。

（
必
要
な
保
全
措
置
）

（
必
要
な
保
全
措
置
）

第
一
条
の
十
三

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
は
、
法
第
十

第
一
条
の
十
三

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
は
、
法
第
十

四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
前
払
金
（
次
条
に
お
い
て

四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
前
払
金
に
係
る
銀
行
の
債
務
の
保

「
前
払
金
」
と
い
う
。
）
に
係
る
銀
行
の
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣

証
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
家
賃
等
の
前
払
金
の
返
還
方
法
）

第
一
条
の
十
三
の
二

法
第
十
四
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
定

（
新
設
）

の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

入
居
者
の
入
居
後
、
三
月
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又

は
入
居
者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
月

二

入
居
者
の
入
居
後
、
前
払
金
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
前
払
金
」
と
い
う

。
）
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
想
定
し
た
入
居
者
が
入
居
す
る
期
間
が
経
過
す
る

ま
で
の
間
に
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又
は
入
居
者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
場
合

（
前
号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間

２

法
第
十
四
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
四
条
の
四
第
二
項
の
家

賃
そ
の
他
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す
る
費
用
（
次
号
に
お
い
て
「
家
賃
等
」
と

い
う
。
）
の
月
額
を
三
十
で
除
し
た
額
に
、
入
居
の
日
か
ら
起
算
し
て
契
約
が

解
除
さ
れ
、
又
は
入
居
者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
を
乗
ず
る

方
法

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又
は
入
居

者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
日
以
降
の
期
間
に
つ
き
日
割
計
算
に
よ
り
算
出
し

た
家
賃
等
の
金
額
を
、
前
払
金
の
額
か
ら
控
除
す
る
方
法

（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
二
十
条
の
四

削
除

第
二
十
条
の
四

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施

設
は
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
高
齢
者
向
け
の
賃
貸
住
宅
（
介
護
保
険

法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
同
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
基
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準
、
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係

る
同
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
又
は
同
法
第
八

条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
同

法
第
百
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
相
当
す
る
基
準
に

適
合
す
る
と
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
認
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
条
の
五

（
略
）

第
二
十
条
の
五

（
略
）

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

法
第
二
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
前
払
金
（
以
下
「
一
時
金
」
と
い
う
。

八

法
第
二
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
前
払
金
（
以
下
「
一
時
金
」
と
い
う
。

）
、
利
用
料
そ
の
他
の
入
居
者
の
費
用
負
担
の
額

）
、
利
用
料
そ
の
他
の
入
居
者
の
費
用
負
担
の
額

八
の
二

法
第
二
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
保
全
措
置
を
講
じ
た
こ
と
を
証
す

（
新
設
）

る
書
類

九
～
十
四

（
略
）

九
～
十
四

（
略
）

（
法
第
二
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

（
法
第
二
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
十
条
の
九

法
第
二
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

第
二
十
条
の
九

法
第
二
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
入
居
一
時
金
、
介
護
一
時
金
、
協
力
金
、
管
理
費
、
入
会
金
そ
の
他
い
か

の
は
、
入
居
一
時
金
、
介
護
一
時
金
、
協
力
金
、
管
理
費
、
入
会
金
そ
の
他
い
か

な
る
名
称
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
、
家
賃
又
は
施

な
る
名
称
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
、
家
賃
又
は
施

設
の
利
用
料
並
び
に
介
護
、
食
事
の
提
供
及
び
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
必
要
な
便

設
の
利
用
料
並
び
に
介
護
、
食
事
の
提
供
及
び
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
必
要
な
便

宜
の
供
与
の
対
価
と
し
て
収
受
す
る
全
て
の
費
用
（
敷
金
（
家
賃
の
六
月
分
に
相

宜
の
供
与
の
対
価
と
し
て
収
受
す
る
全
て
の
費
用
を
い
う
。
た
だ
し
、
敷
金
（
家

当
す
る
額
を
上
限
と
す
る
。
）
と
し
て
収
受
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

賃
の
六
月
分
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
す
る
。
）
と
し
て
収
受
す
る
も
の
を
除
く
。

（
必
要
な
保
全
措
置
）

（
必
要
な
保
全
措
置
）

第
二
十
条
の
十

有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
は
、
法
第
二
十
九
条
第
七
項
の
規
定

第
二
十
条
の
十

有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
は
、
法
第
二
十
九
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
、
一
時
金
に
係
る
銀
行
の
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

に
よ
り
、
一
時
金
に
係
る
銀
行
の
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
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る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
家
賃
等
の
前
払
金
の
返
還
方
法
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
九
条
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
は

第
二
十
一
条

削
除

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

入
居
者
の
入
居
後
、
三
月
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又

は
入
居
者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
月

二

入
居
者
の
入
居
後
、
一
時
金
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
想
定
し
た
入
居
者
が
入

居
す
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又
は
入
居
者
の
死

亡
に
よ
り
終
了
し
た
場
合
（
前
号
の
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期

間

２

法
第
二
十
九
条
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
九
条
第
七
項
の
家
賃

そ
の
他
第
二
十
条
の
九
に
（
次
号
に
お
い
て
「
家
賃
等
」
と
い
う
。
）
の
月
額

を
三
十
で
除
し
た
額
に
、
入
居
の
日
か
ら
起
算
し
て
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又
は

入
居
者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
を
乗
ず
る
方
法

二

前
項
第
二
号
に
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
契
約
が
解
除
さ
れ
、
又
は
入
居

者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
し
た
日
以
降
の
期
間
に
つ
き
日
割
計
算
に
よ
り
算
出
し

た
家
賃
等
の
金
額
を
、
一
時
金
の
額
か
ら
控
除
す
る
方
法

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
の
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
協
力
）

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
の
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
協
力
）

第
二
十
一
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

第
二
十
一
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
並
び
に
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
つ
い
て
、
有

定
に
よ
る
届
出
並
び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
つ
い
て
、
有

料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

第
一
条

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省

第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法
第
七
十
四
条
第
三

令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法
第
七
十
四
条
第
三

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲

一

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」

第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
条
第
四
号
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準

と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
、
第
百
六
条
、
第
百

「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の

七
条
、
第
百
三
十
条
第
六
項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
四

合
に
限
る
。
）
、
第
百
四
十
条
の
二
十
七
、
第
百
四
十
条
の
二
十
八
、
第
百
九

十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
条
第
四
号
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

十
五
条
（
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
百
五

場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
、

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
基
準

第
百
三
十
条
第
六
項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
、
第
百
四
十
条
の
二
十
七
、
第
百
四
十
条
の
二
十
八
、
第
百
九
十
五
条

（
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
百
五
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
基
準

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）
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（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
訪
問
介
護
に
係
る
利
用
者
か
ら
の

５

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
訪
問
介
護
に
係
る
利
用
者
か
ら
の

苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三

苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体

年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
調

連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
調

査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は

査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は

助
言
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善

助
言
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
指
定
通
所
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
通
所
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
九
十
八
条

（
略
）

第
九
十
八
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

指
定
通
所
介
護
は
、
常
に
利
用
者
の
心
身
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し
つ
つ
、

四

指
定
通
所
介
護
は
、
常
に
利
用
者
の
心
身
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し
つ
つ
、

相
談
援
助
等
の
生
活
指
導
、
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
者
の

相
談
援
助
等
の
生
活
指
導
、
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
者
の

希
望
に
添
っ
て
適
切
に
提
供
す
る
。
特
に
、
認
知
症
（
法
第
五
条
の
二
に
規
定

希
望
に
添
っ
て
適
切
に
提
供
す
る
。
特
に
、
認
知
症
（
法
第
八
条
第
十
六
項
に

す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
要
介
護
者
に
対
し
て
は
、
必
要

規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
要
介
護
者
に
対
し
て
は
、

に
応
じ
、
そ
の
特
性
に
対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
る
体
制
を
整
え
る

必
要
に
応
じ
、
そ
の
特
性
に
対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
る
体
制
を
整

。

え
る
。

（
設
備
及
び
備
品
等
）

（
設
備
及
び
備
品
等
）

第
百
二
十
四
条

（
略
）

第
百
二
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
が
、
火
災
予
防
、
消
火
活
動
等
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っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
市
長
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
火
災
予
防
、
消

に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の

火
活
動
等
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
各
号
の
い

要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
建
物

ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

で
あ
っ
て
、
火
災
に
係
る
利
用
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
た
と
き

所
の
建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
に
係
る
利
用
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認

は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

め
た
と
き
は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）



62

○

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅

３

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に

介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に

当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
意
思
及
び
人
格
を
尊
重
し
、
常
に
利
用
者
の
立
場
に
立

当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
意
思
及
び
人
格
を
尊
重
し
、
常
に
利
用
者
の
立
場
に
立

っ
て
、
利
用
者
に
提
供
さ
れ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項

っ
て
、
利
用
者
に
提
供
さ
れ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
一
項

に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
特
定
の
種
類
又

に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
特
定
の
種
類
又

は
特
定
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
不
当
に
偏
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
公
正
中

は
特
定
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
不
当
に
偏
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
公
正
中

立
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

立
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
（
特

４

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る

別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号

）
第
二
十
条
の
七
の
二
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
他
の
指
定
居
宅

）
第
二
十
条
の
七
の
二
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
他
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規

介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
保
険
施
設

定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
保
険
施
設

等
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）
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第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
に
対
す
る
利
用
者
か

６

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
に
対
す
る
利
用
者
か

ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一

ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一

項
第
三
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
提
供
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援

項
第
二
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
提
供
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援

に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場

に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば

合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

７

（
略
）

７

（
略
）
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○

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

第
一
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

一

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
二

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う

条
、
第
十
三
条
第
七
項
、
第
二
十
一
条
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核

合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
八
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三

市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お

項
の
規
定
に
よ
る
基
準

い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
二
条
、
第

十
三
条
第
七
項
、
第
二
十
一
条
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
八
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
基
準

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
設
備
）

（
設
備
）

第
三
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

居
室

一

居
室
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イ

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
所
者
へ
の
指
定

イ

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二
人
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
入
退
所
）

（
入
退
所
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
申
込
者
の
入
所
に
際
し
て
は
、
そ
の
者
に

３

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
申
込
者
の
入
所
に
際
し
て
は
、
そ
の
者
に

係
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
心
身
の
状
況

係
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
心
身
の
状
況

、
生
活
歴
、
病
歴
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す

、
生
活
歴
、
病
歴
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）

（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
提
供
し
た
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
関

５

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
提
供
し
た
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
関

す
る
入
所
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保

す
る
入
所
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保

険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団

体
連
合
会
か
ら
同
号
の
規
定
に
よ
る
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指

体
連
合
会
か
ら
同
号
の
規
定
に
よ
る
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指



66

導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）
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○

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
法
第
九
十
七
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

２

介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
法
第
九
十
七
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

一

法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
二

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う

条
（
医
師
及
び
看
護
師
の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三
条
（
第

。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
八
条
第
二
項
及

市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お

び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
二
条
（
医

師
及
び
看
護
師
の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
三
条
（
第
五
十
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
基
準

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
構
造
設
備
の
基
準
）

（
構
造
設
備
の
基
準
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
及
び
中
核

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
が
、
火
災
予
防
、
消
火
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市
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
市
長
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
火
災
予

活
動
等
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

防
、
消
火
活
動
等
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
各

れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
介
護
老
人
保
健
施
設
の
建
物
で
あ

号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
介
護
老
人
保
健
施
設
の

っ
て
、
火
災
に
係
る
入
所
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
た
と
き
は
、

建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
に
係
る
入
所
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
た

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

と
き
は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
入
退
所
）

（
入
退
所
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
申
込
者
の
入
所
に
際
し
て
は
、
そ
の
者
に
係
る

３

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
申
込
者
の
入
所
に
際
し
て
は
、
そ
の
者
に
係
る

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
心
身
の
状
況
、
生

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
心
身
の
状
況
、
生

活
歴
、
病
歴
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
指

活
歴
、
病
歴
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
提
供
し
た
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
入
所

５

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
提
供
し
た
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
入
所

者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康

和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康

保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第

保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

二
号
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

か
ら
同
号
の
規
定
に
よ
る
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助

か
ら
同
号
の
規
定
に
よ
る
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助

言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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６

（
略
）

６

（
略
）
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○

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

居
室

一

居
室

イ

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
所
者
へ
の
サ
ー

イ

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。

ビ
ス
の
提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
ロ
～
チ

（
略
）

ロ
～
チ

（
略
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
入
退
所
）

（
入
退
所
）

第
十
三
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
予
定
者
の
入
所
に
際
し
て
は
、
そ
の

第
十
三
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
予
定
者
の
入
所
に
際
し
て
は
、
そ
の

者
に
係
る
居
宅
介
護
支
援
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

者
に
係
る
居
宅
介
護
支
援
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う

八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う

者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
心
身
の
状
況
、
生
活
歴
、
病
歴
、
指
定

者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
心
身
の
状
況
、
生
活
歴
、
病
歴
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
の
利

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
の
利

用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の
退
所
に
際
し
て
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計

５

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の
退
所
に
際
し
て
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計

画
（
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う

画
（
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う

。
）
の
作
成
等
の
援
助
に
資
す
る
た
め
、
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
者
に
対
す
る
情

。
）
の
作
成
等
の
援
助
に
資
す
る
た
め
、
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
者
に
対
す
る
情

報
の
提
供
に
努
め
る
ほ
か
、
そ
の
他
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

報
の
提
供
に
努
め
る
ほ
か
、
そ
の
他
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

居
室

一

居
室

イ

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
所
者
へ
の
サ
ー

イ

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。

ビ
ス
の
提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
ロ
～
チ

（
略
）

ロ
～
チ

（
略
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
五
十
八
条

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は

第
五
十
八
条

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は

、
入
所
者
、
入
所
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
当
該
地
域
密
着
型
特
別
養

、
入
所
者
、
入
所
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
当
該
地
域
密
着
型
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員
又
は
当
該
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

護
老
人
ホ
ー
ム
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員
又
は
当
該
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第

人
ホ
ー
ム
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第

一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
以
下
「

人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
以
下
「
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運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
お
お
む
ね
二
月
に
一
回
以
上
、
運
営

運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
お
お
む
ね
二
月
に
一
回
以
上
、
運
営

推
進
会
議
に
対
し
活
動
状
況
を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る

推
進
会
議
に
対
し
活
動
状
況
を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る

と
と
も
に
、
運
営
推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な

と
と
も
に
、
運
営
推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
基
準
額

法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
各

四

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
基
準
額

法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
第

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（

一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し

そ
の
額
が
現
に
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費

る
と
き
は
、
当
該
現
に
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す

用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た

る
。
）
を
い
う
。

費
用
の
額
と
す
る
。
）
を
い
う
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介

５

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介

護
に
係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健

護
に
係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健

康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定

康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定

す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十

す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十

六
条
第
一
項
第
三
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

六
条
第
一
項
第
二
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助

会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
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言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

第
四
十
一
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

第
四
十
一
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

（
以
下
「
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、
要
介
護
状

（
以
下
「
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、
要
介
護
状

態
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
認
知
症
（
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
認

態
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
認
知
症
（
法
第
八
条
第
十
六
項
に
規
定
す

知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
利
用
者
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な

る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
利
用
者
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因

る
疾
患
が
急
性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
可
能
な
限
り
そ
の

と
な
る
疾
患
が
急
性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
可
能
な
限
り

居
宅
に
お
い
て
、
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

そ
の
居
宅
に
お
い
て
、
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ

で
き
る
よ
う
、
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
り

と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
に

、
利
用
者
の
社
会
的
孤
立
感
の
解
消
及
び
心
身
の
機
能
の
維
持
並
び
に
利
用
者
の

よ
り
、
利
用
者
の
社
会
的
孤
立
感
の
解
消
及
び
心
身
の
機
能
の
維
持
並
び
に
利
用

家
族
の
身
体
的
及
び
精
神
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
の
家
族
の
身
体
的
及
び
精
神
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
）

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
）

第
六
十
八
条

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能

第
六
十
八
条

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
支
援
専
門
員
が
開
催
す
る
サ
ー
ビ
ス

型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
支
援
専
門
員
が
開
催
す
る
サ
ー
ビ
ス

担
当
者
会
議
（
介
護
支
援
専
門
員
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
居
宅

担
当
者
会
議
（
介
護
支
援
専
門
員
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
居
宅

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二

十
三
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
担
当
者

十
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
担
当
者

を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
）
等
を
通
じ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ

を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
）
等
を
通
じ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ

の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
八
十
五
条

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能

第
八
十
五
条

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
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型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
、
利
用
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の

型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
、
利
用
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の

代
表
者
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員

代
表
者
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員

又
は
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す

又
は
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す

る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職

る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職

員
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ

員
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
協
議
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置

れ
る
協
議
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置

し
、
お
お
む
ね
二
月
に
一
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び

し
、
お
お
む
ね
二
月
に
一
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び

宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る

宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る

評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
運
営
推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く

評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
運
営
推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く

機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
八
十
九
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

第
八
十
九
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
（
以
下
「
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、

介
護
（
以
下
「
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、

要
介
護
者
で
あ
っ
て
認
知
症
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
共
同
生
活
住
居
（
法
第
八

要
介
護
者
で
あ
っ
て
認
知
症
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
共
同
生
活
住
居
（
法
第
八

条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
お
い
て
、
家
庭
的
な
環
境
と
地
域
住
民
と
の
交
流
の
下
で
入
浴
、
排
せ
つ
、
食

に
お
い
て
、
家
庭
的
な
環
境
と
地
域
住
民
と
の
交
流
の
下
で
入
浴
、
排
せ
つ
、
食

事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
り

事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
り

、
利
用
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

、
利
用
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
よ
う
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
九
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居

第
百
九
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居

者
生
活
介
護
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い
う

者
生
活
介
護
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い
う

。
）
の
事
業
は
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
条
第
二
十
項

。
）
の
事
業
は
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
条
第
十
九
項

に
規
定
す
る
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事

に
規
定
す
る
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事

等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
、
機
能
訓
練
及
び
療
養
上
の
世
話
を
行

等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
、
機
能
訓
練
及
び
療
養
上
の
世
話
を
行
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う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
提
供
を

う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
提
供
を

受
け
る
入
居
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
が
指
定
地
域

受
け
る
入
居
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
が
指
定
地
域

密
着
型
特
定
施
設
（
同
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該

密
着
型
特
定
施
設
（
同
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
が
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
が
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営

。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
百
三
十
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

第
百
三
十
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（

者
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（

以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
地
域
密
着
型

以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
地
域
密
着
型

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
施
設
サ

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
施
設
サ
ー

ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
可
能
な
限
り
、
居
宅
に
お
け

ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
可
能
な
限
り
、
居
宅
に
お
け
る

る
生
活
へ
の
復
帰
を
念
頭
に
置
い
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
相
談

生
活
へ
の
復
帰
を
念
頭
に
置
い
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
相
談
及

及
び
援
助
、
社
会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
、
機
能

び
援
助
、
社
会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
、
機
能
訓

訓
練
、
健
康
管
理
及
び
療
養
上
の
世
話
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
入
所
者
が
そ
の
有

練
、
健
康
管
理
及
び
療
養
上
の
世
話
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
入
所
者
が
そ
の
有
す

す
る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

る
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を

を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
設
備
）

（
設
備
）

第
百
三
十
二
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の

第
百
三
十
二
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一

居
室

一

居
室
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イ

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
所
者
へ
の
指
定

イ

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
提
供
上
必
要
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
、
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



78

○

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関

す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年

第
一
条

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年

法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労

法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法
第
百
十

働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法
第
百
十

五
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基

五
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基

準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲

一

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」

第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
五
十
七
条
第
四
号
（
第
六
十
一
条
に
お
い

と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下

て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
、
第
百
十
二
条

「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の

、
第
百
十
三
条
、
第
百
四
十
五
条
第
六
項
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
四

る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
八
十
条
、
第
百
八
十
一
条
、
第
二
百
六
十
七
条
（

十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
五
十
七
条
第
四
号
（
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用

第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
百
七
十
九
条

す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
、
第
百
十
二
条
、
第
百

の
規
定
に
よ
る
基
準

十
三
条
、
第
百
四
十
五
条
第
六
項
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
限
る
。
）
、
第
百
八
十
条
、
第
百
八
十
一
条
、
第
二
百
六
十
七
条
（
第
二
百

八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
百
七
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
基
準
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二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
に

５

指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
に

係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保

係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保

険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条

第
一
項
第
三
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か

第
一
項
第
二
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か

ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に

ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に

従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
設
備
及
び
備
品
等
）

（
設
備
及
び
備
品
等
）

第
百
三
十
二
条

（
略
）

第
百
三
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
が
、
火
災
予
防
、
消
火
活
動
等

っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
市
長
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
火
災
予
防
、
消

に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の

火
活
動
等
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
各
号
の
い

要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

所
の
建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
に
係
る
利
用
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認

介
護
事
業
所
の
建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
に
係
る
利
用
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て

め
た
と
き
は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）
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○

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的

な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
（
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
四
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対

第
四
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。

応
型
通
所
介
護
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。

）
の
事
業
は
、
そ
の
認
知
症
（
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以

）
の
事
業
は
、
そ
の
認
知
症
（
法
第
八
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う

下
同
じ
。
）
で
あ
る
利
用
者
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る
疾
患
が
急
性
の

。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
利
用
者
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る
疾
患
が
急

状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
可
能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い
て
、

性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
可
能
な
限
り
そ
の
居
宅
に
お
い

自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
日
常
生
活
上
の
支
援

て
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
日
常
生
活
上
の

及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
回
復
を
図
り

支
援
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
回
復
を

、
も
っ
て
利
用
者
の
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

図
り
、
も
っ
て
利
用
者
の
生
活
機
能
の
維
持
又
は
向
上
を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ

ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
介
護
予

５

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保

険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第

険
団
体
連
合
会
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第

四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ

四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、

。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
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国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
に
お
い

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
六
十
一
条

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護

第
六
十
一
条

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護

予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
、
利
用
者
の

予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
、
利
用
者
の

家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

所
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に

介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に

規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
以
下
こ
の
項

介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
お
お
む
ね
二
月
に
一
回

に
お
い
て
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
お
お
む
ね
二
月
に
一
回

以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数

以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数

等
の
活
動
状
況
を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、

等
の
活
動
状
況
を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、

運
営
推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

運
営
推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成

十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
（
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
（
特

４

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
百
十
五
条
の

別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
百
十
五
条
の

四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
七
の
二
に

、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
七
の
二
に

規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
法
第
四
十

規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
法
第
四
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

、
他
の
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
、
介
護
保
険
施
設
、
住
民
に
よ
る
自
発
的
な

、
他
の
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
、
介
護
保
険
施
設
、
住
民
に
よ
る
自
発
的
な

活
動
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
め
た
地
域
に
お
け
る
様
々
な
取
組
を
行
う
者
等
と
の

活
動
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
め
た
地
域
に
お
け
る
様
々
な
取
組
を
行
う
者
等
と
の

連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
対
す
る
利
用
者
か

６

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
対
す
る
利
用
者
か

ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一

ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条
第
一

項
第
三
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
支
援

項
第
二
号
の
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
支
援
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に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場

に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば

合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

７

（
略
）

７

（
略
）

（
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
）

（
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

地
域
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
地
域
支
援
事
業
を

六

地
域
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
に
規
定
す
る
地
域
支
援
事
業
を

い
う
。
）
及
び
介
護
給
付
（
法
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
介
護
給
付
を
い

い
う
。
）
及
び
介
護
給
付
（
法
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
介
護
給
付
を
い

う
。
）
と
連
続
性
及
び
一
貫
性
を
持
っ
た
支
援
を
行
う
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

う
。
）
と
連
続
性
及
び
一
貫
性
を
持
っ
た
支
援
を
行
う
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）
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○

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
（
第
十
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
別
療
養
給
付
の
申
請
等
）

（
特
別
療
養
給
付
の
申
請
等
）

第
八
十
三
条

（
略
）

第
八
十
三
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に

二

療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に

係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療

係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療

養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅

養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い

サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特

う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特

例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規

例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以

サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

下
同
じ
。
）
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法

ビ
ス
（
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ

）
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同

ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
施

法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ

設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以

。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療

下
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同

養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下

る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設

同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
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サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
の
二
第
一

下
同
じ
。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第

項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ

八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療

に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の

養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
た
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
生

る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介

年
月
日

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る

。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ

ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
た
者

の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
生
年
月
日

三

傷
病
名
及
び
資
格
を
喪
失
し
た
際
受
け
て
い
た
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事

三

傷
病
名
及
び
資
格
を
喪
失
し
た
際
受
け
て
い
た
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事

療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養

療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養

費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に

費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に

よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ

よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地

ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施

域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
地
域

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ

密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相

ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防

当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、

サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
始
め
た
年
月
日

に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
始
め
た

年
月
日

四

資
格
を
喪
失
し
た
際
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入

四

資
格
を
喪
失
し
た
際
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入

院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看

院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看

護
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
た
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
訪
問
看
護

護
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
た
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
訪
問
看
護
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ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定

る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る

施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
特
例
介
護
予

ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー

る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

ビ
ス
を
受
け
て
い
た
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は

ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第

こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定

四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の

す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

号
に
お
い
て
「
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
、
指

行
う
事
業
所
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し

サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。

く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
八
条
第
二
十
二
項

）
を
行
う
事
業
所
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
以
外

に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
、
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介

の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
、
同

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

う
事
業
所
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予

の
当
該
指
定
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
、
指
定
地
域

防
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
」
と

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及
び
基
準
該
当

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

施
設
、
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

者
の
当
該
指
定
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
五

十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業

所
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及
び
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
以

外
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業

所
の
名
称
及
び
所
在
地

五

（
略
）

五

（
略
）
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２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
四
条

（
略
）

第
八
十
四
条

（
略
）

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ

九

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ

る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー

る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域

ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設

密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
地
域
密

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当

費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ

す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、
特

ー
ビ
ス
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く

例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に

は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険

係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護

者
証
の
保
険
者
番
号
、
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
の
名
称

予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
同

法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
保
険
者
番
号
、
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
の

名
称

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
埋
葬
料
の
支
給
の
申
請
）

（
埋
葬
料
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
五
条

（
略
）

第
八
十
五
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー

三

介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に

ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に

相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着

相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

型
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー

、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る

費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
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指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
者

、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
介
護
予

が
死
亡
し
た
と
き
は
、
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
保
険
者
番
号
、
被
保

防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー

険
者
番
号
及
び
保
険
者
の
名
称

ビ
ス
を
受
け
て
い
る
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証

の
保
険
者
番
号
、
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
の
名
称

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
（
第
十
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
六
十
九
条

（
略
）

第
六
十
九
条

（
略
）

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ

九

職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ

る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
一
条
第

る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相

当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る

当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る

居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は

以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る

こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地

ー
ビ
ス
等
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、

る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着

特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
二
十
三

型
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を

項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予

ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
施
設
介
護

防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規

ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る

）
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
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も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若

ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相

下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
予
防

当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
同
法
に
規
定
す
る

サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に

被
保
険
者
証
の
保
険
者
番
号
、
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
の
名
称

規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ

ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
受

け
た
と
き
は
、
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
保
険
者
番
号
、
被
保
険
者
番

号
及
び
保
険
者
の
名
称

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
葬
祭
料
の
支
給
の
申
請
）

（
葬
祭
料
の
支
給
の
申
請
）

第
七
十
二
条

（
略
）

第
七
十
二
条

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー

五

介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ

ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ

れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域

れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型

ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー

サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に

ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に

係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー

係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い

ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
介

る
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
保
険
者
番
号
、

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
の
名
称

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
同
法
に
規
定
す
る
被
保
険

者
証
の
保
険
者
番
号
、
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
の
名
称
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六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
（
第
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
別
療
養
給
付
の
申
請
）

（
特
別
療
養
給
付
の
申
請
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

一

療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
に
係

一

療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
に
係

る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養

る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養

若
し
く
は
特
別
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介

若
し
く
は
特
別
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規

護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も

定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ

ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療

。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療

養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス

養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

費
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規

る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設

定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当

サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に

下
同
じ
。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第

係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着

八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療

型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス

養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介

）
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第
四
十
八

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療

。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
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養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う

に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ

。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ

ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
た
者

）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
五
十

の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
並
び
に
当
該
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
退
職
被

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

保
険
者
等
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨

（
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す

る
サ
ー
ビ
ス
（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
並
び
に
当
該

被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
が
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の

旨
二

傷
病
名
及
び
資
格
を
喪
失
し
た
際
受
け
て
い
た
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事

二

傷
病
名
及
び
資
格
を
喪
失
し
た
際
受
け
て
い
た
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事

療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費

療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費

に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
特
別
療
養
費
に
係
る

に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
特
別
療
養
費
に
係
る

療
養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居

療
養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は

宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地

こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着

ビ
ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ

型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ

に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ

ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受

ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は

け
始
め
た
年
月
日

特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相

当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
始
め
た
年
月
日

三

資
格
を
喪
失
し
た
際
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入

三

資
格
を
喪
失
し
た
際
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入

院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看

院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看
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護
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
特
別
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
た
保

護
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
特
別
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
た
保

険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定

険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定

に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護

に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、

サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
特
例
地

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー

域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に

ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予

相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ

、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
同
法
第
四
十
一
条
第

費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー

係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い

ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基

た
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該

準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス

指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項

」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
基
準
該
当
居
宅
サ

第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基

ー
ビ
ス
以
外
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
、
同
法
第
八
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
、
同
法
第
五

及
び
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

ス
事
業
を
行
う
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
地
域
密
着
型
サ

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
指
定

ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
八
条

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及
び
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
介
護
予
防
サ

第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
、
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定

ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所

す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ

在
地

ス
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準

該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
該
当
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及

び
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ

に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
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四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11
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○

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
（
第
十
六
条
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
）

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
）

第
十
九
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
が
要
介
護
状
態
等
（
介
護
保
険
法
第
二

第
十
九
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
が
要
介
護
状
態
等
（
介
護
保
険
法
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
等
を
い
う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の

十
条
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
等
を
い
う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
心
身

心
身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
応
じ
、
適
切
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同

の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
応
じ
、
適
切
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第

法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け

二
十
三
条
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
生
活
相
談
員
の
責
務
）

（
生
活
相
談
員
の
責
務
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

一

入
所
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
際
し
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十

一

入
所
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
際
し
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十

三
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
同
法
第
八
条
の
二
第
十
八
項
に
規

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
同
法
第
八
条
の
二
第
十
八
項
に
規

定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
に
資
す
る
た
め
、
同
法
第
八
条
第

定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
に
資
す
る
た
め
、
同
法
第
八
条
第

二
十
三
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
又
は
同
法
第
八
条
の
二
第
十
八
項

二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
又
は
同
法
第
八
条
の
二
第
十
八
項

に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業
を
行
う
者
と
密
接
な
連
携
を
図
る
ほ
か
、
居

に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業
を
行
う
者
と
密
接
な
連
携
を
図
る
ほ
か
、
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

宅
サ
ー
ビ
ス
等
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
者
と
の
連
携
に
努
め
る
こ
と
。

る
者
と
の
連
携
に
努
め
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
厚
生
省
・
労
働
省
令
第
一
号
）
（
第
十
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表

（
第
一
条
関
係
）

別
表

（
第
一
条
関
係
）

一
～
五
十
四

（
略
）

一
～
五
十
四

（
略
）

五
十
五

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
く

五
十
五

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
く

命
令
に
係
る
申
請
等

同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
つ

命
令
に
係
る
申
請
等

同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
つ

た
者
等
の
報
告
等
、
同
条
第
二
項
の
介
護
給
付
等
を
受
け
た
被
保
険
者
等
の
報

た
者
等
の
報
告
等
、
同
条
第
二
項
の
介
護
給
付
等
を
受
け
た
被
保
険
者
等
の
報

告
等
、
同
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
担
当
す
る
者
等
の
報

告
等
、
同
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
担
当
す
る
者
等
の
報

告
等
、
同
法
第
四
十
二
条
の
三
第
三
項
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
を
担
当
す

告
等
、
同
法
第
四
十
二
条
の
三
第
三
項
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
を
担
当
す

る
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
四
十
五
条
第
八
項
の
住
宅
改
修
を
行
う
者
等
の
報

る
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
四
十
五
条
第
八
項
の
住
宅
改
修
を
行
う
者
等
の
報

告
等
、
同
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
居
宅
介
護
支
援
等
を
担
当
す
る
者
等
の
報

告
等
、
同
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
居
宅
介
護
支
援
等
を
担
当
す
る
者
等
の
報

告
等
、
同
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
担
当
す
る
者
等
の
報
告

告
等
、
同
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
担
当
す
る
者
等
の
報
告

等
、
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
担
当
す
る
者
等
の

等
、
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
担
当
す
る
者
等
の

報
告
等
、
同
法
第
五
十
四
条
の
三
第
三
項
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

報
告
等
、
同
法
第
五
十
四
条
の
三
第
三
項
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

等
を
担
当
す
る
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
五
十
七
条
第
八
項
の
住
宅
改
修
を
行

等
を
担
当
す
る
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
五
十
七
条
第
八
項
の
住
宅
改
修
を
行

う
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
介
護
予
防
支
援
等
を
担
当
す

う
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
介
護
予
防
支
援
等
を
担
当
す

る
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
六
十
九
条
の
二
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
登
録

る
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
六
十
九
条
の
二
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
登
録

試
験
問
題
作
成
機
関
等
の
報
告
等
、
同
法
第
六
十
九
条
の
三
十
第
一
項
（
同
法

試
験
問
題
作
成
機
関
等
の
報
告
等
、
同
法
第
六
十
九
条
の
三
十
第
一
項
（
同
法

第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
指
定

第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
指
定

試
験
実
施
機
関
等
の
報
告
等
、
同
法
第
六
十
九
条
の
三
十
八
第
一
項
の
介
護
支

試
験
実
施
機
関
等
の
報
告
等
、
同
法
第
六
十
九
条
の
三
十
八
第
一
項
の
介
護
支

援
専
門
員
の
報
告
等
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

援
専
門
員
の
報
告
等
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
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者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
七
十
八
条
の
七
第
一
項
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
七
十
八
条
の
七
第
一
項
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

ス
事
業
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
九
十
条
第
一
項
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
等
の

業
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
九
十
条
第
一
項
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
等
の

報
告
等
、
同
法
第
百
条
第
一
項
の
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
等
の
報
告
等

報
告
等
、
同
法
第
百
条
第
一
項
の
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
等
の
報
告
等

、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
等
の
報
告
等
、
同

、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
等
の
報
告
等
、
同

法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
報
告
等

法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
報
告
等

、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
百
十
五
条
の
二
十
七
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防

事
業
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
百
十
五
条
の
二
十
七
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防

支
援
事
業
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
第
一
項
（
同
法
第
百
十

支
援
事
業
者
等
の
報
告
等
、
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
第
一
項
（
同
法
第
百
十

五
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
指
定
調
査
機

五
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
指
定
調
査
機

関
等
の
報
告
等
、
同
法
第
百
八
十
一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

関
等
の
報
告
等
、
第
百
八
十
一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の

等
の
報
告
等
、
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
十

報
告
等
並
び
に
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
十

一
条
の
四
の
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
報
告
並
び
に
同
令
第
十
一
条
の
九

一
条
の
四
第
一
項
の
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
等
の
報
告
以
外
の
申
請
等

の
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
報
告
以
外
の
申
請
等

五
十
六

（
略
）

五
十
六

（
略
）
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○

地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
（
第
十
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

（
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

一

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
十
六
項
に
規
定

一

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
十
五
項
に
規
定

す
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
事
業
の
た
め
に
必
要
な
施
設

す
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
事
業
の
た
め
に
必
要
な
施
設

二

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
又
は

二

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
又
は

同
法
第
八
条
の
二
第
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

同
法
第
八
条
の
二
第
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

の
事
業
を
行
う
施
設

の
事
業
を
行
う
施
設

三

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又

三

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又

は
同
法
第
八
条
の
二
第
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

は
同
法
第
八
条
の
二
第
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
の
事
業
を
行
う
拠
点

介
護
の
事
業
を
行
う
拠
点

四

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

四

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

又
は
同
法
第
八
条
の
二
第
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

又
は
同
法
第
八
条
の
二
第
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
住
居

生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
住
居

五

（
略
）

五

（
略
）

（
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
老
人
福
祉
施
設
）

（
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
老
人
福
祉
施
設
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
軽
費
老
人
ホ

二

老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
軽
費
老
人
ホ
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ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七

ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七

号
）
附
則
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
及
び
同
条
第
二

号
）
附
則
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
及
び
同
条
第
二

号
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ｂ
型
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
入
所
定

号
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ｂ
型
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
入
所
定

員
が
二
十
九
人
以
下
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居

員
が
二
十
九
人
以
下
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居

者
生
活
介
護
事
業
（
介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係

者
生
活
介
護
事
業
（
介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係

る
同
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第

る
同
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第

二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
に

十
九
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
に

限
る
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
も
の

限
る
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

（
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
）

（
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

一

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
っ

一

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
っ

て
、
そ
の
入
所
定
員
が
二
十
九
人
以
下
で
あ
る
も
の
を
整
備
す
る
事
業

て
、
そ
の
入
所
定
員
が
二
十
九
人
以
下
で
あ
る
も
の
を
整
備
す
る
事
業

二

（
略
）

二

（
略
）

三

介
護
予
防
事
業
（
要
介
護
状
態
等
（
介
護
保
険
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

三

介
護
予
防
事
業
（
要
介
護
状
態
等
（
介
護
保
険
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
要

る
要
介
護
状
態
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
こ
と
の

介
護
状
態
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
こ
と
の
予
防

予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
の
た
め
必
要
な
事
業

又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
の
た
め
必
要
な
事
業
を
い

を
い
う
。
）
を
行
う
拠
点

う
。
）
を
行
う
拠
点

四

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ

四

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
を
整
備
す
る
事
業

ン
タ
ー
を
整
備
す
る
事
業

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）
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○

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
（
第
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
介
護
関
係
業
務
の
範
囲
を
定
め
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
）

（
介
護
関
係
業
務
の
範
囲
を
定
め
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護

十
四

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

十
三

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

十
五

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

十
四

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

十
六

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

十
五

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

十
七

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

十
六

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護

護

十
八

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居

十
七

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居

者
生
活
介
護

者
生
活
介
護

十
九

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

十
八

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

施
設
入
所
者
生
活
介
護

二
十

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

二
十
一

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援

十
九

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援

二
十
二

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

二
十

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
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ス
二
十
三

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

二
十
一

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス

ス

二
十
四
～
四
十
八

（
略
）

二
十
二
～
四
十
六

（
略
）

四
十
九

第
一
号
、
第
二
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
及
び
第
四
十
号
に
掲

四
十
七

第
一
号
、
第
二
号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
三
号
及
び
第
三
十
八
号
に

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常

活
に
支
障
が
あ
る
者
の
居
宅
に
お
い
て
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の

生
活
に
支
障
が
あ
る
者
の
居
宅
に
お
い
て
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等

介
護
そ
の
他
日
常
生
活
上
の
世
話

の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話

五
十

福
祉
用
具
（
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
用
具
を
い

四
十
八

福
祉
用
具
（
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
用
具
を

う
。
）
の
販
売
（
第
十
二
号
及
び
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

い
う
。
）
の
販
売
（
第
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
十
一
～
五
十
三

（
略
）

四
十
九
～
五
十
一

（
略
）
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○

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
（
第
二
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

保
険
給
付

第
三
章

保
険
給
付

第
一
節

通
則
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の
二
十
一
）

第
一
節

通
則
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の
十
三
）

第
二
節
～
第
五
節

（
略
）

第
二
節
～
第
五
節

（
略
）

第
四
章

介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
事
業
者
及
び
施
設

第
四
章

介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
事
業
者
及
び
施
設

第
一
節
～
第
九
節

（
略
）

第
一
節
～
第
九
節

（
略
）

第
十
節

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
（
第
百
四
十
条
の
四
十
三
―
第
百
四
十

第
十
節

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
（
第
百
四
十
条
の
四
十
三
―
第
百
四
十

条
の
六
十
二
の
二
）

条
の
六
十
二
）

第
五
章
～
第
八
章

第
五
章
～
第
八
章

第
九
章

雑
則
（
第
百
六
十
五
条
の
二
―
第
百
六
十
五
条
の
六
）

第
九
章

雑
則
（
第
百
六
十
五
条
の
二
―
第
百
六
十
五
条
の
四
）

第
十
章

（
略
）

第
十
章

（
略
）

附
則

（
略
）

附
則

（
略
）

（
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別

（
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の

の
事
情
）

事
情
）
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第
三
十
四
条
の
三

令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

第
三
十
四
条
の
三

令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
当
該
申
請
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村

で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
当
該
申
請
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地
の
市
町
村
の
区

事
務
受
託
事
務
所
（
以
下
「
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地

域
内
に
要
介
護
認
定
調
査
事
務
に
係
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る

の
市
町
村
の
区
域
内
に
要
介
護
認
定
調
査
事
務
に
係
る
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
（
以
下
「
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
」
と
い
う
。

項

に
規
定
す
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
（
以
下
「
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法

）
が
存
在
し
な
い
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
情
と
す
る
。

人
」
と
い
う
。
）
が
存
在
し
な
い
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
情
と
す
る
。

（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
四

令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
市
町
村
事
務

第
三
十
四
条
の
四

令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
市
町
村
事
務

受
託
法
人
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

受
託
法
人
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
所
在
地
の
都

請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
に
係
る
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

一

当
該
指
定
に
係
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
申
請
に
係
る
市
町
村
事
務
（
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市

三

当
該
申
請
に
係
る
受
託
事
務
の
種
類

町
村
事
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類

四

当
該
申
請
に
係
る
市
町
村
事
務
の
開
始
の
予
定
年
月
日

四

当
該
申
請
に
係
る
受
託
事
務
の
開
始
の
予
定
年
月
日

五

（
略
）

五

（
略
）

六

市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
平
面
図

六

事
務
所
の
平
面
図

七

市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
経
歴

七

事
務
所
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
経
歴

八

（
略
）

八

（
略
）

九

照
会
等
対
象
者
（
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
照
会
等
対
象
者
を
い
う
。
以

九

照
会
等
対
象
者
（
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
照
会
等
対
象
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
市
町
村
事
務
に
係
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
家
族
等
か
ら

下
同
じ
。
）
又
は
受
託
事
務
（
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
受
託
事

の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の

苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

十

当
該
申
請
に
係
る
市
町
村
事
務
に
係
る
職
員
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

十

当
該
申
請
に
係
る
受
託
事
務
に
係
る
職
員
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
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十
一

当
該
申
請
に
係
る
市
町
村
事
務
に
係
る
資
産
の
状
況

十
一

当
該
申
請
に
係
る
受
託
事
務
に
係
る
資
産
の
状
況

十
二

令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

十
二

令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

次
条
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

十
三
～
十
五

（
略
）

十
三
～
十
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
五

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二

第
三
十
四
条
の
五

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二

号
、
第
五
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
八
号

号
、
第
五
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
八
号

ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
市
町
村
事
務

該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
事
務
所
の
所

受
託
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の
は
、
誓
約
書

お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の
は
、
誓
約
書
を
添
付
し
て
行
う

を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
事
務
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
三
条
第
二
項

２

受
託
事
務
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
三
条
第
二
項
（

及
び
第
三
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
市
町
村
事
務
の
委
託
の
公
示
等
）

（
事
務
の
委
託
の
公
示
等
）

第
三
十
四
条
の
六

（
略
）

第
三
十
四
条
の
六

（
略
）

一

当
該
委
託
に
係
る
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

一

当
該
委
託
に
係
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

委
託
す
る
市
町
村
事
務
の
内
容

四

委
託
事
務
の
内
容

五

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

当
該
委
託
に
係
る
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

一

当
該
委
託
に
係
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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四

委
託
し
て
い
る
市
町
村
事
務
の
内
容

四

委
託
事
務
の
内
容

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
管
理
者
）

（
管
理
者
）

第
三
十
四
条
の
八

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
ご

第
三
十
四
条
の
八

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
事
務
所
ご
と
に
管
理
者
を
置

と
に
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
）

（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
）

第
三
十
四
条
の
九

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
市
町
村
事
務
を
行
う
場
合
に

第
三
十
四
条
の
九

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
受
託
事
務
を
行
う
場
合
に
お

お
い
て
は
、
当
該
職
員
に
身
分
を
証
す
る
書
類
を
携
行
さ
せ
、
こ
れ
を
提
示
す
べ

い
て
は
、
当
該
職
員
に
身
分
を
証
す
る
書
類
を
携
行
さ
せ
、
こ
れ
を
提
示
す
べ
き

き
旨
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旨
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
四
条
の
十

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基

第
三
十
四
条
の
十

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
、
第
二
十
二

準
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
、
第
二
十
二

条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
は
指
定
市
町
村
事
務

条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
は
指
定
市
町
村
事
務

受
託
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等

受
託
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等

基
準
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

基
準
第
十
八
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基

所
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
所
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
十
八
条
中
「

準
第
十
八
条
中
「
掲
げ
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
事
務
」
と
、
「
指
定
居

掲
げ
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
事
務
」
と
、
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提

宅
介
護
支
援
の
提
供
方
法
、
内
容
及
び
利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の
額
」
と
あ
る
の

供
方
法
、
内
容
及
び
利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
事
務
の

は
「
市
町
村
事
務
の
実
施
方
法
及
び
内
容
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第

実
施
方
法
及
び
内
容
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
二
条
中
「
介
護

二
十
二
条
中
「
介
護
支
援
専
門
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー

支
援
専
門
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す

ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
勤
務
の
体
制
そ

る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
」
と
、
指
定

の
他
の
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
七
条
中
「
利
用
者
に
対
す
る

居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
七
条
中
「
利
用
者
に
対
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
事
務
の
実
施
に
よ

の
提
供
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
事
務
の
実
施
に
よ
り
」
と
、
「
市
町
村
、
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り
」
と
、
「
市
町
村
、
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
委
託
を
し
て
い
る
市
町
村
、
市

利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
委
託
を
し
て
い
る
市
町
村
、
受
託
事
務
に
係
る
被
保
険

町
村
事
務
に
係
る
被
保
険
者
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
八
条
中

者
」
と
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
二
十
八
条
中
「
事
業
所
ご
と
」
と
あ
る

「
事
業
所
ご
と
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
事
務
受
託
事
務
所
ご
と
」
と
読
み
替
え

の
は
「
事
務
所
ご
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
苦
情
処
理
）

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
四
条
の
十
二

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
自
ら
実
施
し
た
市
町
村
事

第
三
十
四
条
の
十
二

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
自
ら
実
施
し
た
受
託
事
務

務
に
対
す
る
照
会
等
対
象
者
又
は
市
町
村
事
務
に
係
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の

に
対
す
る
照
会
等
対
象
者
又
は
受
託
事
務
に
係
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ
の
家
族

家
族
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
記
録
の
整
備
）

（
記
録
の
整
備
）

第
三
十
四
条
の
十
三

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
三

（
略
）

２

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
市
町
村
事
務
の
実
施
に
関
す
る
次
の
各
号
に

２

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
受
託
事
務
の
実
施
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲

掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

一

実
施
し
た
市
町
村
事
務
の
内
容
等
の
記
録

一

実
施
し
た
受
託
事
務
の
内
容
等
の
記
録

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
指
定
の
要
件
）

第
三
十
四
条
の
十
四

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

（
新
設
）

件
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務
（
以
下
「
質
問
等
事
務
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

質
問
等
事
務
を
適
確
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

法
人
の
役
員
又
は
職
員
の
構
成
が
、
質
問
等
事
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
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及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

質
問
等
事
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
質
問
等
事
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
質
問
等
事
務
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
適
格

性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
五

令
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
都
道
府
県

（
新
設
）

事
務
受
託
法
人
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
又
は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
事
務
受

託
事
務
所
（
以
下
「
都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
の
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
に
係
る
都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

三

当
該
申
請
に
係
る
都
道
府
県
事
務
（
令
第
十
一
条
の
二
第
七
号
に
規
定
す
る

都
道
府
県
事
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類

四

当
該
申
請
に
係
る
都
道
府
県
事
務
の
開
始
の
予
定
年
月
日

五

申
請
者
の
定
款
、
寄
附
行
為
等
及
び
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
等

六

都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
平
面
図

七

都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
経

歴
八

都
道
府
県
事
務
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
若
し
く
は
こ
れ
を
使

用
す
る
者
又
は
介
護
給
付
等
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
若
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し
く
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

九

当
該
申
請
に
係
る
都
道
府
県
事
務
に
係
る
職
員
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形

態
十

当
該
申
請
に
係
る
都
道
府
県
事
務
に
係
る
資
産
の
状
況

十
一

令
第
十
一
条
の
七
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

以
下
次
条
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

十
二

役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十
三

そ
の
他
指
定
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項

（
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
十
六

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、

（
新
設
）

第
二
号
、
第
五
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第

七
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更

に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
都
道
府
県
事
務
受

託
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の
は
、
誓
約
書
を

添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
事
務
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
三
条
第
二

項
及
び
第
三
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
都
道
府
県
事
務
の
委
託
の
公
示
等
）

第
三
十
四
条
の
十
七

都
道
府
県
は
、
法
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

公
示
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
委
託
に
係
る
都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

委
託
す
る
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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三

委
託
開
始
の
予
定
年
月
日

四

委
託
す
る
都
道
府
県
事
務
の
内
容

２

都
道
府
県
は
、
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
委
託
を
終
了
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
項
目
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
委
託
に
係
る
都
道
府
県
事
務
受
託
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

委
託
し
て
い
る
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

委
託
終
了
の
年
月
日

四

委
託
し
て
い
る
都
道
府
県
事
務
の
内
容

（
管
理
者
）

第
三
十
四
条
の
十
八

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
都
道
府
県
事
務
受
託
事

（
新
設
）

務
所
ご
と
に
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
証
す
る
書
類
の
携
行
）

第
三
十
四
条
の
十
九

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
都
道
府
県
事
務
を
行
う

（
新
設
）

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
に
身
分
を
証
す
る
書
類
を
携
行
さ
せ
、
こ
れ
を
提

示
す
べ
き
旨
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
処
理
）

第
三
十
四
条
の
二
十

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
自
ら
実
施
し
た
都
道
府

（
新
設
）

県
事
務
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
若
し
く
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者

又
は
介
護
給
付
等
を
受
け
た
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
そ
の

家
族
等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
当

該
苦
情
の
内
容
等
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
記
録
の
整
備
）

第
三
十
四
条
の
二
十
一

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
職
員
及
び
会
計
に
関

（
新
設
）

す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
は
、
都
道
府
県
事
務
の
実
施
に
関
す
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

実
施
し
た
都
道
府
県
事
務
の
内
容
等
の
記
録

二

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

（
要
介
護
認
定
の
申
請
等
）

（
要
介
護
認
定
の
申
請
等
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
二
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

４

法
第
二
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た

す
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
百
十
五

す
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
百
十
五

条
の
四
十
六
第
一
項
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
第

条
の
四
十
五
第
一
項
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
第

一
項
の
手
続
を
代
わ
っ
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

一
項
の
手
続
を
代
わ
っ
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
「
提
出

業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
「
提
出

代
行
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護

代
行
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し

老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し

く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
名
称
を
冠
し

く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
名
称
を
冠
し

て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
六
十
五
条
の
五

第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
は
、
要
介
護
被
保
険
者

第
六
十
五
条
の
五

第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
は
、
要
介
護
被



112

に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

保
険
者
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

に
お
い
て
、
第
六
十
五
条
中
「
法
第
四
十
一
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第

の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
五
条
中
「
法
第
四
十
一
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
、

四
十
二
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
八
項
」
と
、
「
居

「
法
第
四
十
二
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
八
項
」
と

宅
要
介
護
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
被
保
険
者
」
と
、
「
同
条
第
四
項

、
「
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
被
保
険
者
」
と
、
「
同
条

第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号
又
は

第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一

第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

号
又
は
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
試
験
実
施
機
関
の
指
定
の
申
請
）

（
指
定
試
験
実
施
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
百
十
三
条
の
三
十
七

（
略
）

第
百
十
三
条
の
三
十
七

（
略
）

２

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
三
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

２

令
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
第
三
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
三
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

３

令
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
第
三
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
指
定
研
修
実
施
機
関
の
指
定
の
申
請
）

（
指
定
研
修
実
施
機
関
の
指
定
の
申
請
）

第
百
十
三
条
の
三
十
八

（
略
）

第
百
十
三
条
の
三
十
八

（
略
）

２

令
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

２

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
前
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

前
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

３

令
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

３

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

。
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

令
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は

４

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
研
修
を
修
了
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
実
務
研
修
受
講
試
験
の
合
格
年
月

研
修
を
修
了
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
実
務
研
修
受
講
試
験
の
合
格
年
月
日

日
並
び
に
研
修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
及
び
修
了
年
月
日
と
す
る
。

並
び
に
研
修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
及
び
修
了
年
月
日
と
す
る
。
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（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
百
三
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号

第
百
三
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号

、
第
二
号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら

、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
六
号
ま

第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

で
、
第
八
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
居
宅
介

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

護
支
援
事
業
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

業
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
及
び
役
員
の
変
更
に
伴
う
も
の
は
、
誓
約

は
、
誓
約
書
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

書
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
）

（
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
百
四
十
条
の
三

（
略
）

第
百
四
十
条
の
三

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第

十
二

法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第

七
号
の
二
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
（
病
院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防

七
号
の
二
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
（
病
院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防

居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防

居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防

訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請

に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
）
（

に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
）
（

令
第
三
十
五
条
の
七
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に

令
第
三
十
五
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

十
三
・
十
四

（
略
）

十
三
・
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）
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第
百
四
十
条
の
二
十
四

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
予

第
百
四
十
条
の
二
十
四

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又

者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又

は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出

は
書
類
を
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読

十
二

法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
七
に
お
い
て
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書

）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約
書

」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）

十
三
・
十
四

十
三
・
十
四

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
）

（
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
百
四
十
条
の
三
十
二

（
略
）

第
百
四
十
条
の
三
十
二

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

法
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
九
に
お
い
て

十
四

法
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
各
号
（
令
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て

読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約

。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
誓
約

書
」
と
い
う
。
）

書
」
と
い
う
。
）

十
五
～
十
七

（
略
）

十
五
～
十
七

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

者
が
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
の
設
置
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当
該
市
町
村
長
に
提
出
し

ー
の
設
置
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当
該
市
町
村
長
に
提
出
し

て
い
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係

て
い
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係
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る
申
請
書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
申
請
書
の
記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
百
四
十
条
の
四
十
四

（
略
）

第
百
四
十
条
の
四
十
四

（
略
）

一

第
百
四
十
条
の
四
十
八
第
一
号
の
計
画
の
基
準
日
前
の
一
年
間
に
お
い
て
、

一

第
百
四
十
条
の
四
十
八
第
一
号
の
計
画
の
基
準
日
前
の
一
年
間
に
お
い
て
、

提
供
を
行
っ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す

提
供
を
行
っ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
、
居
宅
介
護
サ

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
居
宅
介
護
福
祉
用
具
購
入
費
、
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
計
画
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密

ー
ビ
ス
計
画
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
支
給
の
対
象

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
支
給
の
対
象

と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
支
払
い
を
受
け
た
金
額
が
百
万
円
以
下
で
あ

と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
対
価

る
も
の

」
と
い
う
。
）
と
し
て
支
払
い
を
受
け
た
金
額
が
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
設
に
お
い
て
、
次
の
区
分
に
掲
げ

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
支
払
い
を
受
け
た
金
額
が
百
万
円
以
下
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
区
分
に
掲
げ
る
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
支

払
い
を
受
け
た
金
額
が
百
万
円
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

訪
問
介
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護

ロ

訪
問
入
浴
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

ハ

訪
問
看
護
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
条
の
二
に
規
定
す
る
指

定
療
養
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
「
指
定
療
養
通

所
介
護
」
と
い
う
。
）
、
介
護
予
防
訪
問
看
護

ニ

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

ホ

通
所
介
護
（
指
定
療
養
通
所
介
護
を
除
く
。
）
、
指
定
療
養
通
所
介
護
、

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
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型
通
所
介
護

ヘ

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
指
定
療
養
通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

ト

短
期
入
所
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

チ

第
十
四
条
第
一
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
短
期
入
所
療
養

介
護
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
老
人
保
健
施
設

）
」
と
い
う
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
第
二
十
二
条
の
十
四
第
一
号
で

定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
別
表

第
二
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
老
人
保
健
施
設
）

」
と
い
う
。
）

リ

第
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
短

期
入
所
療
養
介
護
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
療

養
型
医
療
施
設
等
）
」
と
い
う
。
）
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
第
二
十
二

条
の
十
四
第
二
号
又
は
第
三
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
（
介
護
療
養
型
医
療
施
設
等
）
」
と
い
う
。
）

ヌ

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
等
基
準
第
百
九
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第
二
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
外
部

サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に

お
い
て
提
供
さ
れ
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
有
料
老
人

ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
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護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利

用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

び
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い

て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護

ル

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
軽

費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
地
域
密
着

型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護

予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い

て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護

ヲ

適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く

。
）
、
適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ
ー
ビ
ス

利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
に

お
い
て
提
供
さ
れ
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
適
合
高
齢

者
専
用
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

を
除
く
。
）
、
適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
外
部
サ

ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

ワ

福
祉
用
具
貸
与
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
、
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
、
特

定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

カ

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
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ヨ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護

二

（
略
）

二

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
方
法
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

情
報
）

第
百
四
十
条
の
四
十
六

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
の

第
百
四
十
条
の
四
十
六

法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護

た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
同
条
第
三
項
の
調
査
を

サ
ー
ビ
ス
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す

行
っ
た
と
き
は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
報
告
の

る
情
報
と
す
る
。

内
容
を
公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
報
告
の
内
容
及

情
報
）

び
調
査
の
結
果
）

第
百
四
十
条
の
四
十
七

法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
四
十
七

法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
を
い

め
る
報
告
の
内
容
及
び
調
査
の
結
果
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
情

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
情

報
に
係
る
報
告
の
内
容
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
情
報
に
係
る
調

報
と
す
る
。

査
の
結
果
と
す
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
百
四
十
条
の
五
十
一

法
第
百
十
五
条
の
三
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
五
十
一

法
第
百
十
五
条
の
三
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
適
正
な
調
査
の
実
施
に
支

め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
方
法

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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（
調
査
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

（
調
査
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
百
四
十
条
の
五
十
三

（
略
）

第
百
四
十
条
の
五
十
三

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三

調
査
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

調
査
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

調
査
事
務
に
関
す
る
帳
簿
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
帳
簿
を

五

調
査
事
務
に
関
す
る
帳
簿
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
帳
簿
を

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
項

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
調
査
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

六

そ
の
他
調
査
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
調
査
員
養
成
研
修
）

（
調
査
員
養
成
研
修
）

第
百
四
十
条
の
五
十
五

令
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
員
養
成
研

第
百
四
十
条
の
五
十
五

令
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
員
養
成
研

修
（
以
下
「
調
査
員
養
成
研
修
」
と
い
う
。
）
は
、
調
査
員
と
し
て
必
要
な
専
門

修
（
以
下
「
調
査
員
養
成
研
修
」
と
い
う
。
）
は
、
調
査
員
と
し
て
必
要
な
専
門

的
知
識
及
び
技
術
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て

的
知
識
及
び
技
術
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て

、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
（
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ

、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

ー
ビ
ス
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
公
表
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
、
介
護
サ

に
関
す
る
基
礎
的
知
識
並
び
に
調
査
事
務
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
の
修

ー
ビ
ス
の
内
容
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
並
び
に
調
査
事
務
に
関
す
る
専
門
的
知
識

得
に
係
る
も
の
を
そ
の
主
た
る
内
容
と
し
、
か
つ
、
そ
の
他
の
調
査
員
と
し
て
必

及
び
技
術
の
修
得
に
係
る
も
の
を
そ
の
主
た
る
内
容
と
し
、
か
つ
、
そ
の
他
の
調

要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
の
修
得
に
係
る
も
の
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
と
す

査
員
と
し
て
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
の
修
得
に
係
る
も
の
を
そ
の
内
容
に

る
。

含
む
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
四
十
条
の
五
十
七

第
百
十
三
条
の
三
十
八
の
規
定
は
、
調
査
員
養
成
研
修
に

第
百
四
十
条
の
五
十
七

第
百
十
三
条
の
三
十
八
の
規
定
は
、
調
査
員
養
成
研
修
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十
九
条
の

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十
九
条
の

三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
」
と
、
同
項
第
五

三
十
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第
一
項
」
と
、
同
項
第
五

号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
三
条
の
三
十
七
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
三
条
の
三
十
七
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
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令
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七

令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第

第
四
項
第
三
号
イ
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
令
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二

四
項
第
三
号
イ
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
ロ

号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第
四
項
第
三
号
ロ
」
と
、
同
条
第
四

」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七
第
四
項
第
三
号
ロ
」
と
、
同
条
第
四
項
中

項
中
「
令
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七

「
令
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
七
条
の
七

条
の
七
第
四
項
第
三
号
ハ
」
と
「
実
務
研
修
受
講
試
験
の
合
格
年
月
日
並
び
に
研

第
四
項
第
三
号
ハ
」
と
「
実
務
研
修
受
講
試
験
の
合
格
年
月
日
並
び
に
研
修
の
受

修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
研
修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
」
と
読

講
の
開
始
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
研
修
の
受
講
の
開
始
年
月
日
」
と
読
み
替
え

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
公
表
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

（
情
報
公
表
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
百
四
十
条
の
五
十
九

（
略
）

第
百
四
十
条
の
五
十
九

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三

情
報
公
表
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

情
報
公
表
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

情
報
公
表
事
務
に
関
す
る
帳
簿
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い

五

情
報
公
表
事
務
に
関
す
る
帳
簿
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
帳
簿
を
い
う
。
）
の
管
理

て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
帳
簿
を
い
う
。
）
の
管
理

に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
情
報
公
表
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

六

そ
の
他
情
報
公
表
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
情
報
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関

す
る
情
報
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
都
道
府

県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
料
）

（
利
用
料
）

第
百
四
十
条
の
六
十
三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料

第
百
四
十
条
の
六
十
三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
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に
関
す
る
事
項
は
、
市
町
村
が
定
め
る
。

に
関
す
る
事
項
は
、
市
町
村
が
定
め
る
。

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
）

第
百
四
十
条
の
六
十
四

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
六
十
四

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲

一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の

げ
る
も
の

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
届
出
）

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
届
出
）

第
百
四
十
条
の
六
十
五

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
六
十
五

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
当
該
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
在
地
以
外

一

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
当
該
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
在
地
以
外

の
場
所
に
包
括
的
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る

の
場
所
に
包
括
的
支
援
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る

包
括
的
支
援
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
前
条
に
規
定
す
る
事
業
を
実

包
括
的
支
援
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
前
条
に
規
定
す
る
事
業
を
実

施
す
る
従
た
る
事
務
所
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
従
た
る
事
務
所
を
含
む
。
第

施
す
る
従
た
る
事
務
所
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
従
た
る
事
務
所
を
含
む
。
第

三
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

三
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
一
項
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
三
項

い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
三
項

の
届
出
を
行
う
も
の
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表

の
届
出
を
行
う
も
の
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表

者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

三
～
十
一

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）



122

第
百
四
十
条
の
六
十
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
六
十
六

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
百
四
十
条
の
六
十
七

法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
百
四
十
条
の
六
十
七

法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
者
は
、
包
括
的
支
援
事
業
を
適
切
、
公
正
、
中
立
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る

め
る
者
は
、
包
括
的
支
援
事
業
を
適
切
、
公
正
、
中
立
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る
法
人
で
あ
っ
て
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規

こ
と
が
で
き
る
法
人
で
あ
っ
て
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第

定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
を
組
織
す
る
市
町
村
、
医

一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
を
組
織
す
る
市
町
村
、
医

療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
包
括
的
支
援
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
包
括
的
支
援
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成

十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
特
定
非
営
利

十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
特
定
非
営
利

活
動
法
人
そ
の
他
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

活
動
法
人
そ
の
他
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
百
六
十
五
条
の
三

法
第
二
百
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
四

第
百
六
十
五
条
の
三

法
第
二
百
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
四

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
条
第
二
項
、
第
百
四
条
第
三
項
、
第
百
十
五
条

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
条
第
二
項
、
第
百
四
条
第
三
項
、
第
百
十
五
条

の
三
十
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
十
五
条
の
三
十
四
、
第
百
九
十
七
条
第
一

の
三
十
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
十
五
条
の
三
十
四
、
第
百
九
十
七
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
百
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
百
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の

権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

（
大
都
市
の
特
例
）

第
百
六
十
五
条
の
五

令
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
第

（
新
設
）

二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

が
介
護
保
険
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
の
六
第
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三
号
、
第
百
十
四
条
か
ら
百
二
十
五
条
ま
で
、
第
百
二
十
六
条
の
三
第
四
項
第
二

号
、
第
百
三
十
条
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百

三
十
四
条
、
第
百
三
十
五
条
、
百
三
十
六
条
、
第
百
三
十
七
条
、
第
百
三
十
八
条

、
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
条
の
三
か
ら
第
百
四
十
条
の
十
四

ま
で
、
第
百
四
十
条
の
二
十
一
及
び
第
百
四
十
条
の
二
十
二
中
「
都
道
府
県
知
事

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
百
四
十
条
の
四
十
二
中
「
指
定
を

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
若
し
く
は
許
可
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
中
核
市
の
特
例
）

第
百
六
十
五
条
の
六

令
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
第

（
新
設
）

二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
が

介
護
保
険
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
の
六
第
三

号
、
第
百
十
四
条
か
ら
百
二
十
五
条
ま
で
、
第
百
二
十
六
条
の
三
第
四
項
第
二
号

、
第
百
三
十
条
、
第
百
三
十
一
条
、
第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三

十
四
条
、
第
百
三
十
五
条
、
百
三
十
六
条
、
第
百
三
十
七
条
、
第
百
三
十
八
条
、

第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
条
の
三
か
ら
第
百
四
十
条
の
十
四
ま

で
、
第
百
四
十
条
の
二
十
一
及
び
第
百
四
十
条
の
二
十
二
中
「
都
道
府
県
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
中
核
市
の
市
長
」
と
、
第
百
四
十
条
の
四
十
二
中
「
指
定
を
」
と

あ
る
の
は
「
指
定
若
し
く
は
許
可
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
、
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

別
表
第
二
（
第
百
四
十
条
の
四
十
五
―
第
百
四
十
条
の
四
十
七
関
係
）

（
略
）

（
略
）
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○

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
（
第
二
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三

第
一
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三

号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九

の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
条
第
三
項
の
厚
生
労

年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
条
第
三
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

一

法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
二
条

二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。

、
第
二
十
二
条
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十

）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市

八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
附
則
第
四
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
、
附
則
第
十

」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

八
条
並
び
に
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
二
条
、
第
二

十
二
条
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
八
条
第

二
項
及
び
第
三
項
、
附
則
第
四
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
、
附
則
第
十
八
条
並

び
に
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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（
入
退
院
）

（
入
退
院
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
患
者
の
入
院
に
際
し
て
は
、
そ
の
者
に
係
る

３

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
患
者
の
入
院
に
際
し
て
は
、
そ
の
者
に
係
る

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
心
身
の
状
況
、
病

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
心
身
の
状
況
、
病

歴
、
生
活
歴
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
指

歴
、
生
活
歴
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）
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○

厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
（
平

成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
）
（
第
二
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の

特
例
）

特
例
）

第
五
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造

第
五
条

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造

改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
又

改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
所
又

は
施
設
で
あ
っ
て
、
利
用
者
、
入
所
者
又
は
入
居
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

は
施
設
で
あ
っ
て
、
利
用
者
、
入
所
者
又
は
入
居
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
の
日
常
生
活
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
の
日
常
生
活
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合
に
あ
っ

十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
療
養
生
活
）
に
充
て
ら
れ
る
場
所
を
二
階
又
は
地
階
に
設
け
る
も
の
に
つ

て
は
、
療
養
生
活
）
に
充
て
ら
れ
る
場
所
を
二
階
又
は
地
階
に
設
け
る
も
の
に
つ

い
て
、
次
の
各
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
法
第
四
条
第
九
項
の

い
て
、
次
の
各
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
法
第
四
条
第
九
項
の

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の

日
以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

日
以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
が
で
き

百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

別
表
第
二

（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
二

（
第
五
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護

（
略
）

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介

（
略
）

老
人
保
健
施
設

護
老
人
保
健
施
設

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
号
）
（
第
二
十
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
旧
措
置
入
所
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
旧
措
置
入
所
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
及
び

第
三
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
及
び

第
百
七
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
百
七
十
二
条

第
百
七
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
百
七
十
二
条

中
「
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又

中
「
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又

は
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
、
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「

は
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
、
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
「
指
定

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
「
指
定

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
法
第

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
法
第

四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
い
、
法
第

四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
い
、
法
第

八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

護
に
限
る
。
）
又
は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
第
百
七
十
二
条
の
二

に
限
る
。
）
又
は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
第
百
七
十
二
条
の
二
の

の
表
第
八
十
三
条
の
五
の
項
中
「
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
介

表
第
八
十
三
条
の
五
の
項
中
「
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
介
護

護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
」

サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と

と
、
「
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

、
「
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ビ
ス
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を

ス
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い

い
い
、
同
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

い
、
同
法
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

入
所
者
生
活
介
護
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

者
生
活
介
護
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
法

（
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
、

と
、
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の

「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
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は
「
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
介

定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「

は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
同

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
同
表
第

表
第
八
十
三
条
の
六
第
一
項
の
項
中
「
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

八
十
三
条
の
六
第
一
項
の
項
中
「
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

い
る
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
」
と
、
「
指
定
介

ス
を
受
け
て
い
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
」
と
、
「
指
定
介
護
老

護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定

人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
同
表
第
八
十
三
条
の
七
の
項
中
「
指
定
介
護
福
祉
施

老
人
福
祉
施
設
」
と
、
同
表
第
八
十
三
条
の
七
の
項
中
「
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

設
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福
祉

ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福
祉
施
設

施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着

サ
ー
ビ
ス
」
と
、
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
同
表
第
八
十
三
条

護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
同
表
第
八
十
三
条
の
八

の
八
第
一
項
の
項
中
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型

第
一
項
の
項
中
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
同
表
第
八
十
三
条
の

老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
同
表
第
八
十
三
条
の
八
第

八
第
二
項
の
項
中
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介

二
項
の
項
中
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老

護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
「
指
定
介
護
福
祉
施
設

人
福
祉
施
設
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
、
「
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福
祉
施

ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

設
サ
ー
ビ
ス
」
と
す
る
。

ー
ビ
ス
」
と
す
る
。
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○

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号
）
（
第
二
十
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
入
退
所
）

（
入
退
所
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の
退
所
に
際
し
て
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の
退
所
に
際
し
て
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す

る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
同

る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
同

条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作

条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作

成
等
の
援
助
に
資
す
る
た
め
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
同
条
第
二
十
三
項
に
規

成
等
の
援
助
に
資
す
る
た
め
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
（
同
条
第
二
十
一
項
に
規

定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
）
又
は
介
護
保
険
施
設
（
同
条

定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
）
又
は
介
護
保
険
施
設
（
同
条

第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
）
に
対
す
る
情
報
の
提
供
に

第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
）
に
対
す
る
情
報
の
提
供
に

努
め
る
ほ
か
、
そ
の
他
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者

努
め
る
ほ
か
、
そ
の
他
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者

と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
）

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
）

第
二
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
が
要
介
護
状
態
等
（
介
護
保
険
法
第
二

第
二
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
が
要
介
護
状
態
等
（
介
護
保
険
法
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
等
を
い
う
。
）
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

十
条
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
等
を
い
う
。
）
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
心
身

心
身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
応
じ
、
適
切
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同

の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
応
じ
、
適
切
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
法
第

法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け

二
十
三
条
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
生
活
相
談
員
の
責
務
）

（
生
活
相
談
員
の
責
務
）

第
二
十
三
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活
相
談
員
は
、
入
所
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ

第
二
十
三
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活
相
談
員
は
、
入
所
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ

る
と
と
も
に
、
適
切
な
助
言
及
び
必
要
な
支
援
を
行
う
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務

る
と
と
も
に
、
適
切
な
助
言
及
び
必
要
な
支
援
を
行
う
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

入
所
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
際
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
介

一

入
所
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
際
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
介
護
保
険
法
第
八
条
の
二
第
十
八
項
に
規
定
す
る
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
介
護
保
険
法
第
八
条
の
二
第
十
八
項
に
規
定
す
る
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
等
に
資
す
る
た
め
、

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
等
に
資
す
る
た
め
、

居
宅
介
護
支
援
事
業
（
同
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援
事
業
（
同
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援

事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介
護
予
防
支
援
事
業
（
同
法
第
八
条
の
二

事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介
護
予
防
支
援
事
業
（
同
法
第
八
条
の
二

第
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う

第
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う

者
と
の
密
接
な
連
携
を
図
る
ほ
か
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ

者
と
の
密
接
な
連
携
を
図
る
ほ
か
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ

ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
。

ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
（
第
二
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
介
護
保
険
指
導
室
）

（
介
護
保
険
指
導
室
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

介
護
保
険
法
第
二
百
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
時
に
お
け
る
事

七

介
護
保
険
法
第
二
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
時
に
お
け
る
事

務
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

務
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
福
祉
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

（
福
祉
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
百
十
条
の
五

（
略
）

第
七
百
十
条
の
五

（
略
）

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

介
護
保
険
法
第
二
百
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
時
に
お
け
る
事

九

介
護
保
険
法
第
二
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
時
に
お
け
る
事

務
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

務
執
行
に
関
す
る
こ
と
。
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